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研究要旨

本研究は、危険物及び有害物に関する規制を定める安衛法第 55 条から第 58 条までの

各条文の趣旨や内容、沿革、運用実態を整理し、これらの条文の意義やこれらが現実に果

たしている役割を明らかにしようとするものである。

危険・有害な化学物質の製造販売を規制は古くから存在する。しかし現在の規制は、製

造者から利用者までの流通過程を広く視野に入れて規制対象とし、その過程において化

学物質の有害性・危険性に関する情報が適切に伝達される仕組みを構築し、新規の化学物

質に対する対応や当該化学物質を利用する職場の状態に即した対応を事業主へのリスク

アセスメント実施の義務づけによって可能にするという包括的かつ現場に即応した動的

なものへと展開した。

この展開は、化学物質によって発生した重大事故や、国際的要請によって後押しされ

た。特に後者については、化学物質に対する規制が世界的に流通過程も視野に入れたこと

から、規制対象や表示方法を共通化する動きが見られる。

日々新たな化学物質が発見されるうえ、化学物質の製造・使用における危険性・有害性

を低減させる方法も日々開発されることから、化学物質に対する規制は常に最新の知見

から検討される必要がある。
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A.研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 55 条から 58 条につ

いて、その課題を果たすことにある。 
 

B.研究方法 

 安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 

 

C.研究成果 

第二節 危険物及び有害物に関する

規制 

前注 

化学物質は、業務の作業過程や製品の製

造工程や組み込まれるなどの形で、社会や

生活を成り立たせるために不可欠な要素の

一つになっている。新たな製品を開発した

り、より効率的、安全な作業を実現したりす

るために世界的に日々新たな化学物質が開

発されている。ケミカルアブストラクツサ

ービス（Chemical Abstracts Service: CAS）
1が管理するデータベース（CAS Registry） 
に登録されている化学物質の総数は 2015
年に 1 億件を超え、今日なお増え続けてい

る。 
こうした利便性の反面、化学物質の中に

は人体や環境に悪影響を及ぼすものがある。

この悪影響は当該化学物質の開発過程で明

らかになる場合もあるが、そうでない場合

もあるうえ、次々に生み出される化学物質

のリスクの検証がこの化学物質が経済的に

必要とされている時期に間に合わないなど

して十分に実施されず、当該化学物質を利

用する段階で労災事故が発生することを通

じてそのリスクが初めて明らかになること

もある。しかもこのリスクが及ぶ範囲は人

体に止まらず、自然環境にも及ぶことも希

ではない。化学物質に対する規制を構築す

る際には、こうした社会的必要性とリスク

をいかに均衡させるかが問われる。本稿で
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扱う法第 55 条から第 58 条は、雇用の場を

軸にその規制を具体化したものである。 
本法において、危険物及び有害物に関す

る規制は各所に散在している。法第 3 条 2
項は、原材料を製造し、若しくは輸入する者

は、その製造や輸入に際して、その物が使用

されることによる労働災害の発生の防止に

資するように努めなければならないことを

定め、化学物質が利用される前段階から事

業者の安全及び健康の確保に関する包括的

な責務を定める。また、法第 20 条は化学物

質との関係では主に爆発性の物、発火性の

物、引火性の物等による危険（同条第 2 号）

を防止するために必要な措置を講じること

を事業者に義務付け、法 22 条は化学物質の

との関係では主に原材料、ガス、蒸気、粉じ

ん等による健康障害（同条第 1 号）を防止

するため必要な措置を講じることを事業者

に義務付けている。これらの規定の中で本

節の規定は、化学物質の使用段階ではなく、

製造・流通規制を主体として化学物質に関

するリスクを低減することを目的としてい

る。換言すれば、設備や原材料、建設物の使

用について広く労災防止を図る責務が設定

される中で、危険物及び有害物を使用する

段階に至る前に、災害発生を抑止するため

の様々な予防線を張る役割を担っている。 
本法に基づく化学物質に対する規制の体

系を示したのが次の図である（【【前前注注・・資資料料

11】】労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづくく化化学学物物質質にに対対すす

るる規規制制のの体体系系）。 
本節の規定は、まず、製造現場における必

要性や有用性を考慮の上、重度な健康障害

が発生しうる化学物質であって十分な防止

策を講じることができないものについて製

造等の禁止（法第 55 条）という最も重い規

制の下に置く。次に、健康障害を多発させる

特に高いリスクはあるもののこれの具体化

を防止する仕組みがある化学物質について

は、発散抑制措置や作業環境測定等のリス

クを具体化することを防止する特別規則を

設けて許可制（法第 56 条）の下に置く。そ

のうえで、これよりも危険性･有害性のリス

クが低い一定の化学物質とともに、当該化

学物質の性質や取扱い上の注意を当該化学

物質に表示させたり（法第 57 条）、文書交

付させたり（法第 57 条の 2）することによ

って流通過程を通じて使用の現場まで周知

する。さらに事業者に一定の化学物質につ

いてリスクアセスメントを実施することを

義務付けて職場の実態に即した対応を講じ

ることを求め（法第 57 条の 3）、製造・輸

入者を含めた事業者に化学物質の有害性に

ついて調査する義務を課し（法第 57条の 4、
法第 57 条の 5）、新規化学物質の危険性や

性質をいち早く確認させることによって

次々と生み出される化学物質に即応する体

制を整える。こうした取り組みは、国によっ

て後押しされている（法第 58 条）。 
なお、本節の名称は、当初は「有害物に関

する規制」であったが、平成 17 年の改正に

おいて現在の「危険物及び有害物に関する

規制」に改正された。 
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【【前前注注・・資資料料 11】】労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづくく化化学学物物質質にに対対すするる規規制制のの体体系系  
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1．第 55 条（製造等の禁止） 
1．1 条文 
第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、

ベンジジンを含有する製剤その他の労働

者に重度の健康障害を生ずる物で、政令

で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡

し、提供し、又は使用してはならない。た

だし、試験研究のため製造し、輸入し、又

は使用する場合で、政令で定める要件に

該当するときは、この限りでない。 
 
1．2 趣旨と内容 

1．2．1 趣旨 
本条は、製造または取扱いの過程におい

て労働者に重度の健康障害を生ずる物で、

現在の技術ではこの健康障害を防止する十

分な手段がない物を製造し、輸入し、譲渡

し、提供し、又は使用すること（以下「製造

等」という）を原則として禁止したものであ

る。裁判例（東京高判平 29・10・27 判タ

1444 号 137 頁）によれば、本条の趣旨・目

的は、「戦前の黄燐燐寸製造禁止法を吸収し

た旧労基法 48 条の規定を引き継ぎ、新たな

化学物質による職業性疾病、特に職業がん

への対応を図り、作業過程において有害物

に曝露することにより健康障害が生じるこ

とを防止するため，製造又は取扱いの過程

において労働者に重度の健康障害を生ずる

物質で、しかも現在の技術をもってしては、

それによる健康障害を防止する十分な防護

方法がない有害物について製造等を禁止す

ること」と整理されている。この判示を素直

に読めば、本条に規定される製造禁止物質

には、新規の有害な化学物質の発見や既存

の化学物質の有害性の発見等により新たな

化学物質が追加される可能性があるととも

に、有害性を除去する技術革新により本条

に規定される化学物質が除外される可能性

も残されているといえる。なお、製造以外の

行為も禁止の対象としているのは、製造の

禁止のみでは労働者の健康障害の防止とい

う本条の趣旨を達成することができないと

解されたことによる 2。 
但し、有害な化学物質の中には製品の製

造工程に深く関わり、今後も試験研究のた

めに製造、使用されることが見込まれるも

のもある。そこで、こうした有害な化学物質

については、試験研究という目的からの限

定と、製造、輸入、使用という場面の限定を

付したうえで、一定の要件の下にこれらの

行為を例外的に認めることとしている。 
 

1．2．2 内容 
11．．22．．22．．11  製製造造等等がが禁禁止止さされれるる
物物（（製製造造等等禁禁止止物物質質））  

 本条が製造等を禁止する物（以下「製造等

禁止物質」という）は、安衛令第 16 条第 1
項に次のように列挙されている。これらの

中には、国際条約に基づいて製造、使用等が

禁止されているものもある 3。 
一 黄りんマッチ 
二 ベンジジン及びその塩 
三 四―アミノジフエニル及びその塩 
四 石綿（次に掲げる物で厚生労働省令

で定めるものを除く。） 
イ 石綿の分析のための試料の用に供

される石綿 
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知

識又は技能の習得のための教育の用に

供される石綿 
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材

料として使用される石綿 
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五 四―ニトロジフエニル及びその塩 
六 ビス（クロロメチル）エーテル 
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、そ

の含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の 5 パーセン

トを超えるもの 
九 第 2 号、第 3 号若しくは第 5 号から

第 7 号までに掲げる物をその重量の 1%
を超えて含有し、又は第 4 号に掲げる物

をその重量の 0.1%を超えて含有する製

剤その他の物 
「黄りんマッチ」（第 1 号）は、黄りんを

用いたマッチであり 1922 年に世界的に生

産禁止となっている。黄りんは、白～黄色の

透明な結晶性個体であり、液状では空気に

触れると自然発火し、有害なヒューム(リン

酸化物)を生じることがある。皮膚接触によ

り熱傷を起こし、眼に触れることにより眼

瞼痙攣等を生じさせるほか 4、製造段階にお

ける顎の壊疽などが問題となった。 
「ベンジジン」（第 2 号）は、従来染料中

間体、例えば留袖などの「黒染め」に染料と

して用いられたり、合成ゴム硬化剤などに

使用されたりする物質である。人血に反応

することから、警察の科学捜査研究所や病

院で所有された。赤灰色又は白色固体であ

り、皮膚吸収性がある。皮膚炎を起こすおそ

れや膀胱がんを発症するおそれ、吸入又は

嚥下により急性膀胱炎を起こすおそれがあ

る 5。 
「4－アミノジフェニル」（4－アミノビフ

ェニル、第 3 号）は、特徴的な臭気のある、

無色の様々な形状の固体であり、 空気に曝

露すると紫色になる物質である。発がん性

を有しており、長期又は反覆暴露により炎

症が生じることがある 6。 
「石綿」（アスベスト、第 4 号）は、白色、

灰色、緑色または帯黄色の繊維性固体であ

り、吸入を通じて体内に取り込まれる。反復

または長期の吸入によりアスベスト症(肺
線維症)、胸膜プラーク、肥厚、胸水を引き

起こすことがあり 7、がん、中皮腫の発症が

問題となった。石綿は、1995 年（平成 7 年）

に製造等禁止物質として追加された。 
「4－ニトロジフェニル」（4－ニトロビフ

ェニル、第 5 号）は、特徴的な臭気のある、

白色～黄色の結晶であり、吸入、経皮および

経口摂取により人体に摂取され、発がん性

を有する 8。 
「ビス（クロロメチル）エーテル」（クロ

ロメトキシメタン、第 6 号）は、刺激臭の

ある無色の液体であり、蒸気の吸入、経皮お

よび経口摂取により実態に摂取される。発

がん性を有しており、吸入により肺水腫の

原因となる 9。1973 年（昭和 48 年）に染料

及び顔料を製造する企業において、製造業

務従事者から肺がんその他の呼吸器疾患に

よる死亡者が発生し、これを受けて実施さ

れた調査結果や外国において強い発がん性

が指摘されていたことを受けて本条の禁止

物質に指定された 10。 
ベーターナフチルアミン（第 7 号）は、

特徴的な臭気のある、白色～帯赤色の薄片

であり、 空気に曝露すると赤色になる。吸

入、経皮および経口摂取により体内に入り、

発がん性（膀胱がん）を有する。 
「ベンゼン」（第 8 号）は、特徴的な臭気

を有し、広く有機合成や溶剤として使われ

る、高い揮発性、引火性、燃焼性を有する液

体である。麻酔作用があり、慢性中毒では疲

労、頭痛、めまい、興奮、酩酊、意識喪失、

－ 564 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

7 
 

けいれんなどが起こる。皮膚吸収もあり、急

性毒性、慢性毒性に加えて発がん性を有す

る 11。 
 

11．．22．．22．．22  製製剤剤  
 本条にいう「製剤」とは、その物の有用性

を利用できるように物理的に加工された物

を意味し、利用済みでその有用性を失った

ものはこれに含まれない（昭和 47 年 9 月

18 日基発第 602 号）。 
 

11．．22．．22．．33  譲譲渡渡・・提提供供  
 本条にいう「譲渡」とは、有償・無償を問

わず所有権の移転を伴う行為を意味する 12。 
本条にいう「提供」とは、所有権等を留保

したまま相手に渡して利用させるというよ

うな場合の「渡す」という事実行為を意味す

る。「提供」の例としては、物品の塗装修理

の場合に、その物品の所有者が修理工場に

対して塗料を引き渡し、その塗料を修理に

使用することを要請する場合の引渡し等が

ある 13。 
 

11．．22．．22．．44  試試験験研研究究ののたためめ製製造造
しし、、輸輸入入しし、、又又はは使使用用すするる場場合合でで、、
政政令令でで定定めめるる要要件件にに該該当当すするるとときき  

 本条の製造等の禁止は、「試験研究のため

製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令

で定める要件に該当するとき」には例外的

に適用されない（本条但書）。この「政令で

定める要件に該当するとき」は、以下の 2 つ

の場合を意味する（安衛令第16条第2項）。 
 
一 製造、輸入又は使用について、厚生

労働省令で定めるところにより、あらか

じめ、都道府県労働局長の許可を受ける

こと。この場合において、輸入貿易管理

令（昭和二十四年政令第四百十四号）第

九条第一項の規定による輸入割当てを受

けるべき物の輸入については、同項の輸

入割当てを受けたことを証する書面を提

出しなければならない。 
二 厚生労働大臣が定める基準に従つて

製造し、又は使用すること。 
 以下、第1号と第2号に分けて概説する。 
 

1．2．2．4．1 都道府県
労働局長の許可（第 1号） 

本条第 1 号の許可を申請する際には、製

造等禁止物質を①製造又は使用しようとす

る場合と、②輸入しようとする場合とで提

出先となる労働基準監督署が異なる。①製

造又は使用しようとする場合は、製造し又

は使用する場所を管轄する労働基準監督署

長を経由して所管の都道府県労働局長に提

出し、②輸入しようとする場合は、輸入して

使用する場所を管轄する労働基準監督署長

を経由して所管の都道府県労働局長に提出

するものとされている（特化則第 46 条第 1
項、石綿則第 47 条第 1 項）。ここで用いら

れる申請書の様式は、特化則様式第 4 号及

び第 4 号の 2、石綿則様式第 4 号及び第 5
号である。 
 

1．2．2．4．2 厚生労働
大臣が定める基準に従う
こと（第 2号） 

 安衛令第 16 条第 2 項第 2 号が定める「厚

生労働大臣が定める基準」は、特化則第 47
条及び石綿則第 48 条に規定されている。両

者は、規制対象の特徴に応じて詳細は異な

るものの、基本的に同じ規制の枠組みを用

－ 565 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

8 
 

いている。 
【特化則第 47 条】 
一 製造等禁止物質を製造する設備は、

密閉式の構造のものとすること。ただし、

密閉式の構造とすることが作業の性質上

著しく困難である場合において、ドラフ

トチエンバー内部に当該設備を設けると

きは、この限りでない。 
二 製造等禁止物質を製造する設備を設

置する場所の床は、水洗によつて容易に

そうじできる構造のものとすること。 
三 製造等禁止物質を製造し、又は使用

する者は、当該物質による健康障害の予

防について、必要な知識を有する者であ

ること。 
四 製造等禁止物質を入れる容器につい

ては、当該物質が漏れ、こぼれる等のお

それがないように堅固なものとし、かつ、

当該容器の見やすい箇所に、当該物質の

成分を表示すること。 
五 製造等禁止物質の保管については、

一定の場所を定め、かつ、その旨を見や

すい箇所に表示すること。 
六 製造等禁止物質を製造し、又は使用

する者は、不浸透性の保護前掛及び保護

手袋を使用すること。 
七 製造等禁止物質を製造する設備を設

置する場所には、当該物質の製造作業中

関係者以外の者が立ち入ることを禁止

し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示

すること。 
 
【石綿則第 48 条】 
一  石綿等を製造する設備は、密閉式の

構造のものとすること。ただし、密閉式

の構造とすることが作業の性質上著しく

困難である場合において、ドラフトチェ

ンバー内部に当該設備を設けるときは、

この限りでない。 
二  石綿等を製造する設備を設置する場

所の床は、水洗によって容易に掃除でき

る構造のものとすること。 
三  石綿等を製造し、又は使用する者は、

当該石綿等による健康障害の予防につい

て、必要な知識を有する者であること。 
四  石綿等を入れる容器については、当

該石綿等の粉じんが発散するおそれがな

いように堅固なものとし、かつ、当該容

器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っ

ている旨を表示すること。 
五  石綿等の保管については、一定の場

所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所

に表示すること。 
六  石綿等を製造し、又は使用する者は、

保護前掛及び保護手袋を使用すること。 
七  石綿等を製造する設備を設置する場

所には、当該石綿等の製造作業中関係者

以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、

その旨を見やすい箇所に表示すること。 
 特化則第 47 条第 1 号及び石綿則第 48 条

第 1 号に規定される「ドラフトチェンバー」

（ドラフトチャンバー、ヒュームフード）と

は、験室内で発生する有害ガス・蒸気・臭気

や粉塵を、室内に分散しないように発生源

で捕捉する、囲い式の実験室用局所排気装

置である（【図 1】。 
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14 
この特例（本条但書）が適用されるのは、

試験研究者がみずから製造等を行なう場合

に限られる。但し、輸入について、輸入割当

てを受ける事務等輸入に係る事務を輸入業

者に代行させることについては、輸入業者

が輸入行為それ自体を行なうものではない

と考えられることを理由に許容されている

（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 602 号）。逆

に商社等が予め禁止物質を輸入しておき、

試験研究者の要請によって提供することは

認められず、輸入する場合も試験研究に必

要な最小限度の量であることが必要である

（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 591 号）。 
 
1．3 関連規定 

1．3．1 法条 
 安衛令第 16 条 1 項（製造等が禁止される

有害物等）、安衛令第 16 条 2 項、特化則第

46 条（製造等の禁止の解除手続）、特化則第

47 条（禁止物質の製造等に係る基準）、石綿

則第 47 条（製造等の禁止の解除手続）、石

綿則第 48 条（製造等禁止石綿等の製造等に

係る基準）等。 
 

1．4 沿革 
1．4．1 制度史 

工場

法期 
○黄燐燐寸製造禁止法（大正 10年

4 月 11 日法律第 61 号） 
黄燐燐寸製造禁止法は、「燐寸製

造ニ於ケル黄燐使用のノ禁止ニ関

スル条約」（1906 年、明治 39 年）

の批准公布に先立って制定された

法律である。同法は、マッチ製造

における黄リン使用の禁止や工場

への官吏の臨検権限等を規定して

いた（附則を除き、全 7 条）。 
第 2 条「黄燐ヲ使用シテ製造シ

タル燐寸ヲ販売シ、輸入若ハ移入

シ又ハ販売ノ目的ヲ以テ所持スル

コトヲ得ス」 
労働

基準

法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 
日法律第 49 号） 

労基法は、有害物の製造禁止に

ついて第 48 条において「黄りん

マッチその他命令で定める有害物

は、これを製造し、販売し、輸入

し、又は販売の目的で所持しては

ならない」と規定していた。この

規定は、黄燐燐寸製造禁止法第 2
条を踏襲したものである。この禁

止の範囲は、使用者及び労働者ば

かりではなく、これら以外の者に

も及ぶ。禁止の対象が製造以外に

も及んでいるのは、製造以外のプ

ロセスにも禁止が及ばないと禁止

の実効性が確保されないことにあ

る 15。 
○昭和 30 年以降にベンジジンの

製造作業者から膀胱腫瘍患者が発

生したことから、昭和 33 年 3 月
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に ベ ン ジ ジ ン の 抑 制 濃 度 を

0.015mg/m3 とする作業環境改善

の推進が通達された。 
○労働基準法第 48 条の有害物に

指定する省令（昭和 34 年労働省

令第 25 号） 
ベンゼンのり（ベンゼンを含有

するゴムのり）によるベンゼン中

毒が社会的な問題になったことを

受けて示された省令である（現在

は廃止されている）。製造等の禁止

の対象にベンゼンのりを追加し

た。 
 ○昭和 40 年代に入ってベンジ

ジン、ベーターナフチルアミンな

どによる尿路障害が多発したこと

を受けて、昭和 40 年 4 月 30 日に

尿路障害予防対策要綱が定めら

れ、昭和 46 年に特化則の第 1 類

物質として規制し、設備等の密閉

化等を規制した 16。 
安衛

法 
○労働安全衛生法 
黄りんマッチ及びベンゼンを含

有するゴムのりについては、労基

法に基づいて製造等が禁止されて

いたが、安衛法が制定されるにあ

たり、本条において、これらに加

えて、ベンジジン、ベーターナフ

チルアミン、四-アミノジフェニ

ル、四-ニトロジフェニル等の発が

ん性物質の製造、使用等が禁止さ

れた。 
 

1．4．2 背景になった災害等 
11．．44．．22．．11  ベベンンゼゼンン（（ベベンンゾゾーー

ルル））中中毒毒事事件件（（ヘヘッッププササンンダダルル事事件件））  
「労働基準法第 48 条の有害物に指定す

る省令」（昭和 34 年労働省令第 25 号）を通

じてベンゼンのりを本条の製造等禁止物質

に追加する契機となったのが 1950 年代頃

から明らかになったベンゼンによるベンゼ

ン中毒事件の多発である。ベンゼン等によ

る中毒症状の実態は専門家による小規模染

料工場の実態調査（1952 年（昭和 27 年）

8 月）や東京都墨田区のポリエチレンビニ

ル印刷加工工場における貧血症状患者の調

査（1957 年（昭和 32 年）3 月）等によって

明らかになりつつあり、予防対策の必要性

は認識されてきたが、中でも「ヘップサンダ

ル事件」は前述の動きを強く後押しする影

響力を有した 17。 
ヘップサンダル（ミュール）は、映画「ロ

ーマの休日」でオードリー・ヘップバーンが

履いたサンダルに似せたビニール製のサン

ダルであり、当時、非常に広く人気を博して

いた。ベンゼンは、このヘップサンダルの底

を貼るための接着剤（ゴムのり）の溶剤とし

て広く用いられており、製作過程で揮発し

たベンゼンを吸い込んだ作業者に再生不良

性貧血や白血病を発生させる原因となった。

1958 年（昭和 33 年に）大阪でベンゼン中

毒による死者が発生したうえ、翌年には東

京においてもベンゼン中毒患者が確認され

るなど全国的な問題となり、作業に従事し

ていた者に労基法の保護を受けない家内労

働者が多くいたことも受けて社会問題化し

た。これを受けて前述の省令が制定され、非

労働者を含む全ての者に旧労基法 48 条が

適用されるとする内閣法制局見解が示され

たほか、有機溶剤中毒防止規則の制定（1960
年（昭和 35 年））、特化則による規制へと展
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開した。 
 

11．．44．．22．．22  建建設設アアススベベスストト訴訴訟訟  
建設アスベスト訴訟については「関連判

例」参照。 
 
1．5 運用 

1．5．1 適用の実際 
本条が製造を禁止する化学物質の今日的

有用性は限定されていることから、秘密裏

にこれらの化学物質を製造して指導の対象

となるような例や、本条違反の有無を特に

意識して監督を行う例は今日ほとんど見ら

れない。製造禁止物質の取扱いに関する今

日の主な問題は、なおこれを用いた建築物

が数多く残る石綿に関する取扱いである。 
石綿は、建築材料の中に混入させたり、鉄

骨の耐火被覆のために吹付けたりするなど

して広く利用されてきた。石綿の有害性は

前述のように比較的早くから認識され、

1971 年（昭和 46 年）には特化則で規制の

対象となったものの、その規制・監督は必ず

しも当初から厳格に行われてきたわけでは

なかった。 
その一つの要因は、石綿の化学物質とし

ての有用性にある。石綿は、耐火性や防音

性、断熱性、耐久性に優れ、しかも軽くて安

価である。禁止対象となる石綿製品と評価

される石綿含有率も段階的に引き下げる対

応がとられ、その含有率に到達するまでは

建材に石綿を混入させる取扱いがしばらく

行われた。 
また、規制を行うこと自体が困難である

という事情も存在した。建設現場では、石綿

が含まれる建築材料を切断したり、穴をあ

けたり、加工したりすることによって労働

者・就業者は常に石綿に暴露される危険性

にさらされる。しかし、重層的で複雑な請

負・下請関係を形成する建設業界において、

何百万人にもなる建設業従事者の健康を守

ることができるよう、特定化学物質等作業

主任者の選任、特殊健康診断の実施、局排の

設置、防じんマスクの使用といった規制を

遵守させることは現実には非常に困難であ

った。 
現在石綿を含む建築物の解体工事をする

にあたっては届出を行うことが義務づけら

れている（石綿則第 5 条）。もっとも全ての

届出が行われた場合、約 200 万件に及ぶと

いわれており、これらのすべてを臨検する

ことは現状の監督体制において困難といわ

ざるを得ない。石綿を含む建築物の解体を

業とする事業者に許可制度を設けるなどの

対応が求められる。 
 

1．5．2 関連判例 
○建設アスベスト訴訟 
＜概要＞ 
アスベスト（石綿）は、従来防火や防音、

断熱性能に優れる点から建築物や船舶など

多くの場面で活用されてきた。しかしその

有害性が徐々に認識されるようになり、

2005 年に機械メーカー・クボタの旧神崎工

場の労働者がアスベスト関連疾患で多数死

亡し、中皮腫を発症した同工場の周辺の住

民に対して見舞金の支払いを検討している

事実（「クボタ・ショック」と呼ばれる）が

明らかになるなどしてその問題性は社会的

に無視できない状態になった。こうした動

きを受けて、前述のように本条を基礎とす

る安衛令（第 16 条 4 号）に基づいて製造禁

止の対象とされるに至った（平成 18 年 9 月
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1 日施行）18。 
このように禁止規定の整備以前からアス

ベストの有害性が認知可能であったことか

ら、これに対する対策を国や建材メーカー

が講じる余地があったことを手がかりに、

アスベスト含有建材を使った建設作業に従

事して中皮腫や肺がん等の疾患を発症した

労働者・非労働者を含む建設作業従事者が、

国とアスベストを含む建材を製作していた

メーカーに対して損害賠償を請求する訴訟

が日本各地で提起された 19。特に 2008 年

の東京地裁への提訴以降、全国 8 つの地方

裁判所（札幌・仙台・埼玉・東京・神奈川・

京都・大阪・福岡）で提起された集団訴訟は、

総称して「建設アスベスト訴訟」と呼ばれ

る。本件訴訟の論点は多岐にわたるが、ここ

では本法第 55 条、第 57 条に関連する判示

部分に限定して整理をする。 
 

＜訴訟経過＞ 
 建設アスベスト訴訟は、東京、神奈川、北

海道、京都、大阪、福岡の 6 つの地域で提

起された。それぞれの審級・判決年月日等の

基本情報は以下のとおりである。 
 
○神奈川第 1 陣訴訟 
横浜地判平 24・5・25 訴月 59 巻 5 号 1157
頁 
東京高判平 29・10・27 判タ 1444 号 137
頁 
○首都圏第 1 陣訴訟 
東京地判平 24・12・5 判時 2183 号 94 頁 
東京高判平 30・3・14 裁判所ウェブサイ

ト 
最高裁第一小法廷令 2・12・14 判例集未

搭載 

○九州第 1 陣訴訟 
福 岡 地 判 平 26 ・ 11 ・ 7westlaw_ 
2014WLJPCA11076001 
福 岡 高 判 令 元 ・ 11 ・ 11westlaw_ 
2019WLJPCA11116001 
○大阪第 1 陣訴訟 
大阪地判平 28・1・22 判タ 1426 号 49 頁 
大阪高判平 30・9・20 判時 2404 号 240
頁 
○京都第 1 陣訴訟 
京都地判平 28・1・29 判時 2305 号 22 頁 
大阪高判平 30・8・31 判時 2404 号 4 頁 
○札幌第 1 陣訴訟 
札幌地判平 29・2・14 判時 2347 号 18 頁 
○神奈川第 2 陣訴訟 
横浜地判平 29・10・24 裁判所ウェブサ

イト 
 
＜当事者・請求内容＞ 
各事件の事実関係の詳細は異なるものの、

当事者の属性及び請求内容はおおむね一致

している。 
本訴訟を提起した原告当事者は、建築物

の建設、解体作業時にアスベストの粉じん

に暴露したことによって中皮腫や肺がん、

石綿肺等の石綿関連疾患に罹患した者、及

びその家族（相続人）である。アスベスト関

連疾患に罹患した者には、左官や解体工等

労基法上の労働者とみられる者が含まれる

一方で、労基法上の労働者とは見られない

一人親方や零細事業者も含まれている点に

事案としての特徴がある。 
本訴訟を提起された被告当事者は国とア

スベストを含む製品の製造に関わったメー

カーである。 
国に対しては、国家賠償法に基づく損害
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賠償が請求されている（国賠法第 1 条第 1
項）。その理由は、国が適切に規制権限を行

使しなかったこと、すなわち本法に関して

は、国がアスベストによる労働者等の健康

被害を防止･軽減するためにアスベストに

対する暴露を防止したり、警告表示を事業

主に義務付けたりするよう本法を改正しな

かったというものである。本訴訟の争点は、

建築基準法に関する規制権限の不行使や一

人親方等非労働者への賠償責任の有無等多

岐にわたるが、ここでは本法に関連する部

分に限って判決を整理することとする。 
 

＜判旨＞ 
未了（令 2・12・14 の首都圏第 1 陣訴訟

に関する最高裁決定において東京高裁が認

めた国の責任を認容）。 
 
1．6 その他 

1．6．1 罰則 
 本条に違反して、黄りんマッチ、ベンジジ

ン、ベンジジンを含有する製剤その他の労

働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令

で定めるものを、製造し、輸入し、譲渡し、

提供し、又は使用した者は、3 年以下の懲役

又は 300 万円以下の罰金に処せられる（労

安衛第 116 条）。 
この罰則については両罰規定の適用があ

る。法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関して、これらの違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す

る（法第 122 条）。 
 

1．6．2 民事上の効果 
 未了。 
 

1．6．3 関連資料 
 なし。 
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2．第 56 条（製造の許可） 
2．1 条文 
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジク

ロルベンジジンを含有する製剤その他の

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ

のある物で、政令で定めるものを製造し

ようとする者は、厚生労働省令で定める

ところにより、あらかじめ、厚生労働大

臣の許可を受けなければならない。 
２ 厚生労働大臣は、前項の許可の申請

があつた場合には、その申請を審査し、

製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の

定める基準に適合していると認めるとき

でなければ、同項の許可をしてはならな

い。 
３ 第一項の許可を受けた者（以下「製

造者」という。）は、その製造設備を、前

項の基準に適合するように維持しなけれ

ばならない。 
４ 製造者は、第二項の基準に適合する

作業方法に従つて第一項の物を製造しな

ければならない。 
５ 厚生労働大臣は、製造者の製造設備

又は作業方法が第二項の基準に適合して

いないと認めるときは、当該基準に適合

するように製造設備を修理し、改造し、

若しくは移転し、又は当該基準に適合す

る作業方法に従つて第一項の物を製造す

べきことを命ずることができる。 
６ 厚生労働大臣は、製造者がこの法律

若しくはこれに基づく命令の規定又はこ

れらの規定に基づく処分に違反したとき

は、第一項の許可を取り消すことができ

る。 
 

2．2 趣旨と内容 
2．2．1 趣旨 

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ

のある有害物ではあるものの、ある製品の

製造や研究開発に不可欠・重要である等の

理由で、その製造や利用を認める必要のあ

る有害物もある。このような有害物につい

ては、法第 22 条に基づく健康障害防止措置

によって健康障害の発生の予防が目指され、

特化則で製造設備の仕組みや有害物の管理

方法について厳格な規制が講じられている。

本法は、その遵守の徹底を図るため、製造者

に製造設備の設計や作業方法の決定等、有

害物の利用に至る前段階で事前に達成すべ

き基準を設けて厚生労働大臣の審査による

許可制とし、製造設備を許可基準に適合す

るよう維持することを義務付けたものであ

る。 
 

2．2．2 内容 
22．．22．．22．．11  製製造造許許可可制制のの対対象象物物
質質  

 本条第 1 項が許可制の対象とする物質は、

安衛令別表第 3 第 1 号に掲げる特定化学物

質の第一類物質及び石綿分析用試料等であ

る（安衛令第 17 条）。同別表は、特定化学

物質を第一類物質、第二類物質、第三類物質

の 3 種類に分けて規定している。第一類物

質及び第二類物質は微量でも有害な作用を

する点で共通する。第一類物質は、がん等の

慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有

害性が高く、製造工程で特に厳重な管理（製

造許可）を必要とするものである。第二類物

質はがん等の慢性障害を引き起こす物質の

うち、第一類物質に該当しないものが分類

されており、さらに特定第二類物質、特別有
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機溶剤等、オーラミン等、管理第二類物質等

に細分類されている。第三類物質には、大量

漏洩した場合に有害作用のある物質が分類

されている。 
同別表第 3 第 1 号に掲げる第一類物質は

以下のとおりである。 
 
１ ジクロルベンジジン及びその塩 
２ アルフア－ナフチルアミン及びその

塩 
３ 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ） 
４ オルト―トリジン及びその塩 
５ ジアニシジン及びその塩 
６ ベリリウム及びその化合物 
７ ベンゾトリクロリド 20 
８ １から６までに掲げる物をその重量

の一パーセントを超えて含有し、又は７

に掲げる物をその重量の〇・五パーセン

トを超えて含有する製剤その他の物（合

金にあつては、ベリリウムをその重量の

三パーセントを超えて含有するものに限

る。） 
 
「ジクロルベンジジン」（ジクロロベンジ

ジン、第 1 号）は、灰色～紫色の結晶、褐

色針状結晶の形状をとり、加熱すると分解

し、有毒で腐食性のヒューム（窒素酸化物、

塩化水素）を生じる。エアロゾルの吸入、経

皮および経口摂取により体内に入り、反復

または長期の皮膚への接触により、皮膚炎

を引き起こしたり、肝臓に影響を与えたり

することがあるほか、発がん性を有する 21。  
「アルファ－ナフチルアミン」（α-ナフ

チルアミン、第 2 号） は、特徴的な臭気の

ある、白色の結晶で、 空気、光および水分

に曝露すると赤色になる特徴を持つ。体内

への吸収経路は、吸入、経皮および経口摂取

であり、眼および皮膚を軽度に刺激するほ

か、 血管に影響を与えることがある 22。 
「塩素化ビフエニル」（ポリ塩化ビフェニ

ル、PCB、第 3 号）は、淡い黄色の粘稠液

体であり、エアロゾルの吸入、経皮および経

口によって体内に摂取される。塩素座瘡の

発祥可能性、肝臓への影響のほか、反復また

は長期の皮膚への接触により、皮膚炎を引

き起こすおそれがある 23。絶縁性に優れる

ことから、トランス（変圧器）やコンデンサ

ーに使用された。「ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

に基づき、2020 年（令和 2 年）3 月 31 日

までに処理することが義務付けられている。 
「オルト―トリジン」（O-トリジン、第 4

号）は、無色の結晶、または赤色～茶色の薄

片といった外観を有し、燃焼すると分解し、 
窒素酸化物などの有毒なヒュームを生じる。

経皮･経口で摂取され、発がん性を有する 24。 
「ジアニシジン」（第 5 号）は、無色の結

晶であり、燃焼すると分解し、窒素酸化物な

どの有毒なヒュームを生じるほか、蒸気は

空気より重く、地面に沿って移動して、遠距

離発火の可能性も有する。吸入、経皮および

経口によって身体に取り込まれ、発がん性

を有する 25。 
「ベリリウム」（第 6 号）は、合金材料や、

電子管の製造などに使われる銀白色、灰色

の様々な形状の固体であり、強酸および強

塩基と反応し、引火性/爆発性ガスを生じる

ほか、燃焼すると、有毒なヒューム（酸化ベ

リリウムなど）を生成する。エアロゾルの吸

入および経口摂取により体内に吸収され、

皮膚炎や結膜炎、肺炎や気管支炎を引き起

こすおそれがある。反復または長期の吸入

－ 573 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

16 
 

や皮膚接触による本物質への感作は、重度

の肉芽腫性肺疾患（慢性ベリリウム疾患）を

生じることがある。発がん性を有する 26。 
「ベンゾトリクロリド」（第 7 号）は、刺

激臭のある、無色～黄色、発煙性、油状液体

の物理的特徴を有する。加熱や酸および水

との接触により、分解し、塩化水素を含む、

有毒で腐食性のヒュームを生じる。吸入、経

皮および経口により身体に影響を与え、短

期暴露により皮膚および気道、眼を刺激し、

長期又は反覆暴露により肺、肝臓、腎臓及び

甲状腺に影響を与え、発がん性を有する 27。

ベンゾトリクロリドは、1975 年（昭和 50
年）に東京の化学工場従事者から肺がん患

者が発生していることを受けて実施された

実態調査、疫学調査の結果、ベンゾトリクロ

リドと肺がん発症との関係が認められたこ

とから、本条の製造許可対象の特定化学物

質等に追加された経緯がある 28 
 

22．．22．．22．．22  製製造造ししよよううととすするる者者  
本条の規制が及ぶ人的範囲は、「製造しよ

うとする者」である。この文言は文字通り製

造許可制の対象物質の製造者になる予定の

者を意味し、この物質の販売者は規制の対

象とならない。同様に、製造許可制の対象物

質で容器に入れられたもの、又は大型包装

されたものを他の製造業者から購入し、又

は輸入し、これを小型の容器に詰め替え、当

該容器に新たにその業者の証紙を貼付し荷

姿を整えるいわゆる小分けを行っても、本

条の製造には該当しない 29。 
 

22．．22．．22．．33  許許可可のの単単位位  
 本条第 1 項に規定される「厚生労働省令」

は特化則第 48 条に該当する。特化則第 48

条は、本項の許可は、安衛令別表第 3 号第

1号に掲げる製造許可制の対象物質ごとに、

かつ、当該物質を製造するプラントごとに

行うものとする。具体的には、事業場におい

て、二種類の許可制対象物質を製造する場

合には、それぞれについて許可が必要にな

り、さらにこれらがそれぞれ二系列で製造

される場合は、それぞれの系列ごとに許可

を受けなければならない（昭和 47 年 9 月

18 日基発第 591 号）。 
 

22．．22．．22．．44  許許可可のの申申請請手手続続とと基基
準準  

本条第 2 項が定める厚生労働大臣に対す

る製造許可の申請は、この許可を受けよう

とする者が、特化則様式第 5 号による申請

書（特定化学物質製造許可申請書）に生産計

画等や事業場の概要、製造施設等について

記載した特化則様式第 6 号による摘要書を

添えて、当該許可に係る物を製造する場所

を管轄する労働基準監督署長を経由して厚

生労働大臣に提出する方法で行われる（特

化則第 49 条第 1 項）。この申請を受け取っ

た厚生労働大臣は、この申請を審査し、製造

設備、作業方法等が本条第 2 項に規定され

る「厚生労働大臣の定める基準」に適合した

判断したときは、許可を与える。厚生労働大

臣は、この許可をしたときは、申請者に対

し、特化則様式第 7 号による許可証（特定

化学物質製造許可証）を交付する（特化則第

49 条 2 項）。この許可証の交付を受けた者

は、これを滅失し、又は損傷したときは、特

化則様式第 8 号による申請書（特定化学物

質製造許可証再交付・書替申請書）を本条第

1 項の労働基準監督署長を経由して厚生労

働大臣に提出し、許可証の再交付を受けな
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ければならず（特化則第 49 条第 3 項）、氏

名（法人にあつては、その名称）を変更した

ときは、特化則様式第 8 号による申請書を

第 1 項の労働基準監督署長を経由して厚生

労働大臣に提出し、許可証の書替えを受け

なければならない（特化則第49条第4項）。 
法第 56 条第 1 項の製造の許可を受けた

者がその工程について、設備等の一部を変

更しようとする場合(主要構造部分につい

て変更しようとする場合を除く。)または作

業方法を変更しようとする場合には、あら

かじめ、（イ）変更の目的、（ロ）変更しよう

とする機械等又は作業方法、（ハ）変更後の

構造又は作業方法、を記載した書面を許可

申請書を提出した労働基準監督署長に提出

しなければならない。また、前述の許可を受

けた者が、製造工程を変更しようとする場

合、許可物質の生産量を増加しようとする

場合等においては再び同項の許可を受けな

ければならない。前述の許可を受けた者が、

設備等の主要構造部分を変更しようとする

場合には、法第 88 条第 1 項の規定に基づく

第 52 条の特定化学設備等設置届を提出し

なければならない（昭和 47 年 9 月 18 日基

発第 591 号）。 
厚生労働大臣が、製造許可申請を審査す

るときに用いる本条第 2 項に規定される

「厚生労働大臣の定める基準」は、特化則に

おいて規制対象とする物質と製造目的に着

目して区別して規定されている。 
 

2．2．2．4．1 ジクロル
ベンジジン等の製造 

まず、特化則第 50 条第 1 項は、安衛令別

表第 3 第 1 号 1 から 5 まで及び 7 に掲げる

物並びに同号 8 に掲げる物で同号 1 から 5

まで及び 7 に係るもの（以下「ジクロルベ

ンジジン等」という。すなわち、ベリリウム

及びその化合物以外のものを意味する）の

製造（試験研究のためのジクロルベンジジ

ン等の製造を除く。）に関する基準について

次のように規定する。なお、本項は工場でジ

クロルベンジジン等を製造する際に関する

定めであり、試験研究機関で製造しようと

する場合については別に定めが置かれてい

る（⇒2．2．2．4．3）。 
 
一 ジクロルベンジジン等を製造する設

備を設置し、又はその製造するジクロル

ベンジジン等を取り扱う作業場所は、そ

れ以外の作業場所と隔離し、かつ、その

場所の床及び壁は、不浸透性の材料で造

ること。 
二 ジクロルベンジジン等を製造する設

備は、密閉式の構造のものとし、原材料

その他の物の送給、移送又は運搬は、当

該作業を行う労働者の身体に当該物が直

接接触しない方法により行うこと。 
三 反応槽については、発熱反応又は加

熱を伴う反応により、攪拌機等のグラン

ド部からガス又は蒸気が漏えいしないよ

うガスケット等により接合部を密接さ

せ、かつ、異常反応により原材料、反応物

等が溢出しないようコンデンサーに十分

な冷却水を通しておくこと。 
四 ふるい分け機又は真空ろ過機で、そ

の稼動中その内部を点検する必要がある

ものについては、その覆いは、密閉の状

態で内部を観察できる構造のものとし、

必要がある場合以外は当該覆いが開放で

きないようにするための施錠等を設ける

こと 30。 
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五 ジクロルベンジジン等を労働者に取

り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作

によること。ただし、粉状のジクロルベ

ンジジン等を湿潤な状態にして取り扱わ

せるときは、この限りでない。 
六 ジクロルベンジジン等を計量し、容

器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場

合において、前号に定めるところによる

ことが著しく困難であるときは、当該作

業を作業中の労働者の身体に当該物が直

接接触しない方法により行い、かつ、当

該作業を行う場所に囲い式フードの局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けること 31。 
七 前号の局所排気装置については、次

に定めるところによること。 
イ フードは、ジクロルベンジジン等の

ガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設

けること。 
ロ ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、

適当な箇所に掃除口が設けられている等

掃除しやすい構造とすること。 
ハ ジクロルベンジジン等の粉じんを含

有する気体を排出する局所排気装置にあ

つては、第九条第一項の表の上欄に掲げ

る粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲

げるいずれかの除じん方式による除じん

装置又はこれらと同等以上の性能を有す

る除じん装置を設けること。この場合に

おいて、当該除じん装置には、必要に応

じ、粒径の大きい粉じんを除去するため

の前置き除じん装置を設けること。 
ニ ハの除じん装置を付設する局所排気

装置のファンは、除じんをした後の空気

が通る位置に設けること。ただし、吸引

された粉じんによる爆発のおそれがな

く、かつ、ハの除じん装置を付設する局

所排気装置のファンの腐食のおそれがな

いときは、この限りでない。 
ホ 排気口は、屋外に設けること。 
ヘ 厚生労働大臣が定める性能を有する

ものとすること。 
八 第六号のプッシュプル型換気装置に

ついては、次に定めるところによること。 
イ ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、

適当な箇所に掃除口が設けられている等

掃除しやすい構造とすること。 
ロ ジクロルベンジジン等の粉じんを含

有する気体を排出するプッシュプル型換

気装置にあっては、第九条第一項の表の

上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表

の下欄に掲げるいずれかの除じん方式に

よる除じん装置又はこれらと同等以上の

性能を有する除じん装置を設けること。

この場合において、当該除じん装置には、

必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去

するための前置き除じん装置を設けるこ

と。 
ハ ロの除じん装置を付設するプッシュ

プル型換気装置のファンは、除じんをし

た後の空気が通る位置に設けること。た

だし、吸引された粉じんによる爆発のお

それがなく、かつ、ロの除じん装置を付

設するプッシュプル型換気装置のファン

の腐食のおそれがないときは、この限り

でない。 
ニ 排気口は、屋外に設けること。 
ホ 厚生労働大臣が定める要件を具備す

るものとすること。 
九 ジクロルベンジジン等の粉じんを含
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有する気体を排出する製造設備の排気筒

には、第七号ハ又は前号ロの除じん装置

を設けること。 
十 第六号の局所排気装置及びプッシュ

プル型換気装置は、ジクロルベンジジン

等に係る作業が行われている間、厚生労

働大臣が定める要件を満たすように稼動

させること。 
十一 第七号ハ、第八号ロ及び第九号の

除じん装置は、ジクロルベンジジン等に

係る作業が行われている間、有効に稼動

させること。 
十二 ジクロルベンジジン等を製造する

設備からの排液で、第十一条第一項の表

の上欄に掲げる物を含有するものについ

ては、同表の下欄に掲げるいずれかの処

理方式による排液処理装置又はこれらと

同等以上の性能を有する排液処理装置を

設け、当該装置を有効に稼動させること

32。 
十三 ジクロルベンジジン等を製造し、

又は取り扱う作業に関する次の事項につ

いて、ジクロルベンジジン等の漏えい及

び労働者の汚染を防止するため必要な作

業規程を定め、これにより作業を行うこ

と。 
イ バルブ、コック等（ジクロルベンジ

ジン等を製造し、又は取り扱う設備に原

材料を送給するとき、及び当該設備から

製品等を取り出すときに使用されるもの

に限る。）の操作 
ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌 装置及び

圧縮装置の操作 
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調

整 
ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安

全装置及び自動警報装置の調整 
ホ ふた板、フランジ、バルブ、コック等

の接合部におけるジクロルベンジジン等

の漏えいの有無の点検 
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の

処理 
ト 異常な事態が発生した場合における

応急の措置 
チ 保護具の装着、点検、保管及び手入

れ 
リ その他ジクロルベンジジン等の漏え

いを防止するため必要な措置 
十四 ジクロルベンジジン等を製造する

設備から試料を採取するときは、次に定

めるところによること。 
イ 試料の採取に用いる容器等は、専用

のものとすること。 
ロ 試料の採取は、あらかじめ指定され

た箇所において、試料が飛散しないよう

に行うこと。 
ハ 試料の採取に用いた容器等は、温水

で十分洗浄した後、定められた場所に保

管しておくこと。 
十五 ジクロルベンジジン等を取り扱う

作業に労働者を従事させるときは、当該

労働者に作業衣並びに不浸透性の保護手

袋及び保護長靴を着用させること。 
 
第 1 号で求められている作業場所からの

隔離は、許可物質の製造に係る作業が行わ

れている作業場所とそれ以外の作業場所と

の建屋が別棟であるか、又は隔壁をもって

区画されていることを意味する（昭和 47 年

9 月 18 日基発第 591 号）。 
第 2 号で要請される「原材料その他の物

の送給、移送又は運搬」については、これら
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の作業を各装置間の落差又はポンプ等によ

り配管で行うなど、スクリューフィダー又

はバケットコンベヤ等を用いて機械的に行

わなければならない（昭和 47 年 9 月 18 日

基発第 591 号）。原材料の投入や反応生成物

を取り出す作業が人力で行われる場合はそ

の暴露が避けられないので、こうしたプロ

セスは機械化されるべきである 33。 
上記通達に規定されている「スクリュー

フィダー」（スクリューフィーダー）とは、

粉粒体原料をパイプ内に装着された螺旋型

のスクリューを回転させることで送り出す

原料搬送の仕組みである。 

 
《出典：株式会社セイワ技研webページ》

34 
同じく上記通達に規定されている「バケ

ットコンベヤ」は、バケツ（バケット）をチ

ェーンやベルトに取り付け、そのバケツの

中に運搬物を投入し、チェーンやベルトを

動作させることで運搬するコンベアである。 

 
《出典：株式会社イシダ web ページ》35 
 
第 3 号に規定される「ガスケット」とは、

部品や配管など、静止している場所の接続

部分の密閉に使用されるシールの一種であ

る。ガスケットを接続部の間に挟んでボル

ト等で固定し、接続部の隙間を塞ぐことで

内部を通る流体の漏出や異物混入を防止す

る役割を担う。例えば、1 つめの図のような

フランジ用ガスケットを、2 つめの図のよ

うに接続部の間に挟んで固定して利用する。 
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《出典：日東金属工業株式会社》36 
 
第 6 号「囲い式フードの局所排気装置」

は、有害物の発生源の近くに空気の吸込み

口を設けて常に吸引する気流を作り、有害

物がまわりに拡散しないようにして作業者

が汚染された気流に暴露されないようにす

る装置（局所排気装置）のうち、作業に必要

な前面のみに開口がありその他の部分は囲

まれている形状のものをいう 37。 
 

 
《株式会社サンキョウ・エンビックス

web ページより》38 
 

 第 6 号等に規定される「プッシュプル型

換気装置」とは、一様な補足気流（ヒューム

の発散源またはその付近を通り吸込み側フ

ードに向かう気流であって、補足面での気

流の方向及び風速が一様であるもの）を形

成させ、当該気流によって発散源から発散

するヒュームを補足し、吸込み側フードに

取り込んで排出する装置である。天井、壁及

び床が密閉されているブースを有する密閉

式プッシュプル型換気装置と、それ以外の

開放式プッシュプル型換気装置がある 39。 

 

 《厚労省 web ページより》40 
 
本条の基準は、製造設備および作業方法

について規定したものであり、本条の基準

に適合していないと認められるときは、法

第 56 条第 5 項の適合命令により基準に適

合させる必要がある（（昭和 47 年 9 月 18 日

基発第 591 号）。 
 

2．2．2．4．2 ベリリウ
ム等の製造 

ベリリウム等の製造（試験研究のための

ベリリウム等の製造を除く。）については、

特化則第 50 条の 2 第 1 項において次のよ

うに規定されている。 
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一 ベリリウム等を焼結し、又は煆焼

（かしょう）する設備（水酸化ベリリウ

ムから高純度酸化ベリリウムを製造する

工程における設備を除く。次号において

同じ。）は他の作業場所と隔離された 41屋

内の場所に設置し、かつ、当該設備を設

置した場所に局所排気装置又はプッシュ

プル型換気装置を設けること。 
二 ベリリウム等を製造する設備（ベ

リリウム等を焼結し、又は煆焼（かしょ

う）する設備、アーク炉等により溶融し

たベリリウム等からベリリウム合金を製

造する工程における設備及び水酸化ベリ

リウムから高純度酸化ベリリウムを製造

する工程における設備を除く。）は、密閉

式の構造のものとし、又は上方、下方及

び側方に覆い等を設けたものとするこ

と。 
三 前号の規定により密閉式の構造と

し、又は上方、下方及び側方に覆い等を

設けたベリリウム等を製造する設備で、

その稼動中内部を点検する必要があるも

のについては、その設備又は覆い等は、

密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆

われた状態で内部を観察できるようにす

ること。その設備の外板等又は覆い等に

は必要がある場合以外は開放できないよ

うにするための施錠等を設けること。 
四 ベリリウム等を製造し、又は取り

扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材

料で造ること。 
五 アーク炉等により溶融したベリリ

ウム等からベリリウム合金を製造する工

程において次の作業を行う場所に、局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けること。 

イ アーク炉上等において行う作業 
ロ アーク炉等からの湯出しの作業 
ハ 溶融したベリリウム等のガス抜き

の作業 
ニ 溶融したベリリウム等から浮渣を

除去する作業 
ホ 溶融したベリリウム等の鋳込の作

業 
六 アーク炉については、電極を挿入

する部分の間隙を小さくするため、サン

ドシール等を使用すること。 
七 水酸化ベリリウムから高純度酸化

ベリリウムを製造する工程における設備

42については、次に定めるところによる

こと。 
イ 熱分解炉は、他の作業場所と隔離

された屋内の場所に設置すること。 
ロ その他の設備は、密閉式の構造の

ものとし、上方、下方及び側方に覆い等

を設けたものとし、又はふたをすること

ができる形のものとすること。 
八 焼結、煆焼（かしょう）等を行つた

ベリリウム等は、吸引することにより匣

鉢（さや）から取り出すこと。 
九 焼結、煆焼（かしょう）等に使用し

た匣鉢（さや）の破砕は他の作業場所と

隔離された屋内の場所で行い、かつ、当

該破砕を行う場所に局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置を設けること。 
十 ベリリウム等の送給、移送又は運

搬は、当該作業を行う労働者の身体にベ

リリウム等が直接接触しない方法により

行うこと。 
十一 粉状のベリリウム等を労働者に

取り扱わせるとき（送給し、移送し、又は

運搬するときを除く。）は、隔離室での遠
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隔操作によること。 
十二 粉状のベリリウム等を計量し、

容器に入れ、容器から取り出し、又は袋

詰めする作業を行う場合において、前号

に定めるところによることが著しく困難

であるときは、当該作業を行う労働者の

身体にベリリウム等が直接接触しない方

法により行い、かつ、当該作業を行う場

所に囲い式フードの局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置を設けること。 
十三 ベリリウム等を製造し、又は取

り扱う作業に関する次の事項について、

ベリリウム等の粉じんの発散及び労働者

の汚染を防止するために必要な作業規程

を定め、これにより作業を行うこと。 
イ 容器へのベリリウム等の出し入れ 
ロ ベリリウム等を入れてある容器の

運搬 
ハ ベリリウム等の空気輸送装置の点

検 
ニ ろ過集じん方式の集じん装置（ろ

過除じん方式の除じん装置を含む。）のろ

材の取替え 
ホ 試料の採取及びそれに用いる器具

の処理 
ヘ 異常な事態が発生した場合におけ

る応急の措置 
ト 保護具の装着、点検、保管及び手

入れ 
チ その他ベリリウム等の粉じんの発

散を防止するために必要な措置 
十四 ベリリウム等を取り扱う作業に労

働者を従事させるときは、当該労働者に

作業衣及び保護手袋（湿潤な状態のベリ

リウム等を取り扱う作業に従事する労働

者に着用させる保護手袋にあつては、不

浸透性のもの）を着用させること。 
 
第 2 号の「覆い等」は、本号のベリリウ

ム等を製造する設備を包み込めるような天

幕等を意味する（昭和 50 年 10 月 1 日基発

573 号）。 
第 3 号の「内部を観察できる」状態とは、

当該装置の覆いの一部をガラス又は透明な

プラスチックで造り当該場所から内部を観

察できることを意味する（昭和 50 年 10 月

1 日基発 573 号）。同号の「施錠等」の「等」

には、当該装置の覆いを緊結することが含

まれる（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573 号）。 
第 5 号のイからホまでの作業場所に設け

る「局所排気装置」には、以下の図のような

ものがある（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573
号）。 

 

 
 
第 6 号のサンドシール等の使用例として

は 、 次 の 図 の よ う な も の が あ る 。
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第 8 号、第 9 号に規定される「匣鉢（さ

や）」は、陶磁器を焼くとき、保護のために

素地（きじ）を入れる耐火粘土製の容器であ

る 43。 
 

 
 
 
 
 
 
 

《余語株式会社 web ページより》44 
 
また、第 8 号の「吸引することにより匣

鉢から取り出す」例としては次の図のよう

なものがある（昭和 50 年 10 月 1 日基発

573 号 ） 。

 
 
また、特化則第 50 条第 1 項第 7 号から

第 12 号まで及び第 14 号の規定は、本条第

1 項のベリリウム等の製造に関する法第 56
条第 2 項の厚生労働大臣の定める基準につ

いて準用する（特化則第50条の2第2項）。 
 

2．2．2．4．3 試験研究
のための製造許可 

試験研究を目的としてジクロルベンジジ

ン等、ベリリウム等を製造する場合につい

ては、次の基準を満たさなければならない

（特化則第 50 条第 2 項、第 50 条の 2 第 3
項）。 

一 ジクロルベンジジン等を製造する

設備は、密閉式の構造のものとすること。

ただし、密閉式の構造とすることが作業

の性質上著しく困難である場合におい

て、ドラフトチエンバー内部に当該設備

を設けるときは、この限りでない。 
二 ジクロルベンジジン等を製造する

装置を設置する場所の床は、水洗によつ

て容易に掃除できる構造のものとするこ

と。 
三 ジクロルベンジジン等を製造する

者は、ジクロルベンジジン等による健康
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障害の予防について、必要な知識を有す

る者であること。 
四 ジクロルベンジジン等を製造する

者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋

を使用すること。 
 

2．2．2．4．4 製造設備・
作業方法を基準に適合す
るよう維持する義務 

許可基準を満たして許可を受けたとして

も、その許可基準を満たしている状態が実

現され、維持されなければ本条の趣旨を実

現することができない。そこで本条第 3 項

は、本条第 1 項の許可を受けた者（製造者）

に対して、その製造設備を、本条第 2 項の

許可基準に適合するように維持する義務を

課す。また本条第 4 項は、製造者が実際に

第 1 項の物を製造するにあたっても、本条

第 2 項の基準に適合する作業方法を用いる

ことを義務付ける。 
 

2．2．2．4．5 行政によ
る命令・許可の取消 

本条 3 項及び第 4 項の義務の実効性を確

保する役割を担う制度の一つが、本条第 5
項の厚生労働大臣による命令である。すな

わち、厚生労働大臣は、製造者の製造設備又

は作業方法が本条第 2 項の基準に適合して

いないと認めるときは、当該基準に適合す

るように製造設備を修理し、改造し、若しく

は移転し、又は当該基準に適合する作業方

法に従って本条第 1 項の物を製造すべきこ

とを命ずることができる。この命令に従わ

ない場合については、次項の許可取消のほ

か、後述する罰則の適用がある（法第 119 条

第 2 号）。 

また、厚生労働大臣は、製造者がこの法律

若しくはこれに基づく命令の規定又はこれ

らの規定に基づく処分に違反したときは、

本条第 1 項の許可を取り消すことを認めら

れている（本条第 6 項）。 
これらのほか、後述する罰則規定によっ

て本条の実効性の確保が図られている。 
 

22．．22．．22．．55  手手数数料料  
本条第 1 項の許可を得ようとする場合は、

政令に定めるところにより国に対して手数

料を支払わなければならない（法第 112 条

第 1 項第 8 号）。この政令である安全衛生法

関係手数料令第 1 号第 4 号は、この許可の

申請 1 件につき 19 万 7600 円、電子情報処

理組織を使用する場合にあっては 19 万

7000 円支払うものとする。 
 

2．3 関連規定 
2．3．1 法条 

安衛令第 17 条（製造の許可を受けるべき

有害物）、特化則第 48 条（製造の許可）、第

49 条（許可手続）、第 50 条、第 50 条 2（製

造許可の基準）、法第 93 条 3 項（労働衛生

専門官による許可事務の所掌）、法第 110 条

（許可等の条件）等。 
 
2．4 沿革 

2．4．1 制度史 
本法制定後、大きな改正は行われていな

い（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号に

より労働大臣、労働省令の名称を現行のも

のに修正）。 
 

2．4．2 背景になった災害等 
 特になし。 
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2．5 運用 

2．5．1 適用の実際 
本条が適用される場面は限定されており、

本条違反が争点となる例は今日あまり見ら

れない。 
本条の許可を得て製造許可対象物質を製

品の製造のために用いた例としては、例え

ばベリリウムについて、人造宝石（エメラル

ド）、コンビナートの施設の打音検査のハン

マー用のべリウム銅合金等がある。 
 

2．5．2 関連判例 
 なし。 
 
2．6 その他 

2．6．1 罰則 
本条第 1 項の規定に違反して厚生労働大

臣の許可を得ずに有害物を製造した者は、1
年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処

せられる（法第 117 条）。 
厚生労働大臣の許可を得て有害物を製造

する者が、本条第 3 項、第 4 項の規定に違

反した場合には、6 ヶ月以下の懲役又は 50
万円以下の罰金に処せられる（法第 119 条

第 1 号）。 
厚生労働大臣の許可を受けて有害物を製

造する者が、本条第 5 項に基づいて厚生労

働大臣により発生される命令に従わない場

合には、6 ヶ月以下の懲役又は 50 万円以下

の罰金に処せられる（法第 119 条第 2 号）。 
これらの罰則については両罰規定の適用

がある。法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、これらの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を

科する（法第 122 条）。 
 

2．6．2 民事上の効力 
 未了。 
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2．6．3 資料 
○○特特化化則則第第 4499条条第第 11項項様様式式第第 55～～
88  

（別添） 
 

  

－ 585 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

28 
 

3．第 57 条（表示等） 

3．1 条文 
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、

引火性の物その他の労働者に危険を生ず

るおそれのある物若しくはベンゼン、ベ

ンゼンを含有する製剤その他の労働者に

健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの又は前条第一項の物を容器

に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供

する者は、厚生労働省令で定めるところ

により、その容器又は包装（容器に入れ、

かつ、包装して、譲渡し、又は提供すると

きにあつては、その容器）に次に掲げる

ものを表示しなければならない。ただし、

その容器又は包装のうち、主として一般

消費者の生活の用に供するためのものに

ついては、この限りでない。 
一 次に掲げる事項 
イ 名称 
ロ 人体に及ぼす作用 
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 
ニ イからハまでに掲げるもののほか、

厚生労働省令で定める事項 
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚

起するための標章で厚生労働大臣が定め

るもの 
２ 前項の政令で定める物又は前条第一

項の物を前項に規定する方法以外の方法

により譲渡し、又は提供する者は、厚生

労働省令で定めるところにより、同項各

号の事項を記載した文書を、譲渡し、又

は提供する相手方に交付しなければなら

ない。 
 

3．2 趣旨と内容 
3．2．1 趣旨 

 労働者が健康障害なく適切に有害物を取

り扱うためには、当該有害物に関する情報

を労働者に正しく周知する必要がある。機

械等についてはその危険性が外観から明ら

かであることも少なくない。しかし、有害物

については一見してその有害性や身体への

具体的作用が明らかでないことも少なくな

く、さらに容器や包装により包まれている

と匂いや刺激によって有害性の可能性を感

知することも難しくなる。他方で化学物質

を譲渡又は提供する者は当該化学物質に関

する有害性、取扱い方法を認識しているこ

とが多く、この製造・流通段階においてその

知りうる情報を表示させることが労働者の

健康障害の回避に有効である。こうした化

学物質に関する情報を表示、周知し、労働者

が認識することの重要性は、「職場における

化学物質の使用の安全に関する条約

（Chemicals Convention）」（ILO170 号条

約、1990 年採択。日本未批准）や「職場に

おける化学物質の使用の安全に関する勧告

（Chemicals Recommendation）」（ILO177
号勧告、1990 年採択）といった形で国際的

にも広く認知されるところとなっている。 
そこで本条は、労働者が取り扱う物質の

成分、その有害性、取扱い上注意すべき点等

を事前に承知していなかったために生ずる

職業性中毒を防止すること、有害物による

暴露に対する手当が、有害物の靭帯に及ぼ

す影響や初期の症状が不明のために手遅れ

になることを防ぐこと等を目的として、爆

発性の物、発火性の物、引火性の物その他の

労働者に危険を生ずるおそれのある物若し

くはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤等
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労働者に健康障害を生ずるおそれのあるも

のに関する表示制度を定めている 45。 
 

3．2．2 内容 
33．．22．．22．．11  表表示示対対象象ととすするる物物  

3．2．2．1．1 原則的規
定 

本条が、譲渡又は提供の際に容器又は包

装に名称等の表示を義務付ける物（以下「表

示対象物」という）は、法第 56 条第 1 項に

定める製造許可対象物のほか、次の物であ

る（安衛令第 18 条）。 
 
一 安衛令別表第 9 に掲げる物（アルミ

ニウム、イットリウム、インジウム、カド

ミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タ

リウム、タングステン、タンタル、銅、

鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロ

バナジウム、マンガン、モリブデン又は

ロジウムにあつては、粉状のものに限

る。） 
二 安衛令別表第 9 に掲げる物を含有す

る製剤その他の物で、安衛則第 30 条で定

めるもの 
三 安衛令別表第 3 第 1 号 1 から 7 まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物

（同号 8 に掲げる物を除く。）で、安衛則

第 31 条で定めるもの 
 
前記安衛令第 18 条第 2 号に関わる安衛

則第 30 条が規定する物は、安衛則別表第 2
の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の

物（同欄に掲げる物の含有量が同表の中欄

に定める値である物並びに四アルキル鉛を

含有する製剤その他の物（加鉛ガソリンに

限る。）及びニトログリセリンを含有する製

剤その他の物（98 パーセント以上の不揮発

性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物で

あって、ニトログリセリンの含有量が 1 パ

ーセント未満のものに限る。）を除く。）とさ

れる。ただし、運搬中及び貯蔵中において固

体以外の状態にならず、かつ、粉状にならな

い物（①危険物（安衛令別表第一に掲げる危

険物をいう。以下同じ。安衛則第 30 条但書

第 1 号）、②危険物以外の可燃性の物等爆発

又は火災の原因となるおそれのある物（安

衛則第 30 条但書第 2 号）、③酸化カルシウ

ム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤そ

の他の物であって皮膚に対して腐食の危険

を生ずるもの（安衛則第 30 条但書第 3 号）

のいずれかに該当するものを除く。）は除か

れる。この但書部分については、後述する。 
前記安衛令第 18 条第 3 号に関わる安衛

則第 31 条が規定する物は、前記安衛則第

30 条但書に記載されるものを除き、次のよ

うな物である。 
 
一 ジクロルベンジジン及びその塩を

含有する製剤その他の物で、ジクロルベ

ンジジン及びその塩の含有量が重量の

〇・一パーセント以上一パーセント以下

であるもの 
二 アルフア―ナフチルアミン及びそ

の塩を含有する製剤その他の物で、アル

フア―ナフチルアミン及びその塩の含有

量が重量の一パーセントであるもの 
三 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）

を含有する製剤その他の物で、塩素化ビ

フエニルの含有量が重量の〇・一パーセ

ント以上一パーセント以下であるもの 
四 オルト―トリジン及びその塩を含

有する製剤その他の物で、オルト―トリ
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ジン及びその塩の含有量が重量の一パー

セントであるもの 
五 ジアニシジン及びその塩を含有す

る製剤その他の物で、ジアニシジン及び

その塩の含有量が重量の一パーセントで

あるもの 
六 ベリリウム及びその化合物を含有

する製剤その他の物で、ベリリウム及び

その化合物の含有量が重量の〇・一パー

セント以上一パーセント以下（合金にあ

つては、〇・一パーセント以上三パーセ

ント以下）であるもの 
七 ベンゾトリクロリドを含有する製

剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの

含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・

五パーセント以下であるもの 
 
以上に該当する表示義務対象物質につい

ては、【【資資料料 11】】「「表表示示・・通通知知義義務務対対象象物物質質」」

を参照。これに該当する物質の一覧は「職場

のあんぜんサイト」において公開されてい

る 46。なお、本条のラベル表示義務の対象

となる物質の裾切値と、法第 57 条の 2 に基

づく文書交付制度（SDS）の義務的な対象

となる物質の裾切値とが異なって設定され

ていることがある。 
 

3．2．2．1．2 固形物に
関する適用除外 
33．．22．．22．．11．．22．．11  概概要要

とと趣趣旨旨  
安衛則第 30 条及び同則第 31 条に規定さ

れる表示対象とする物については、安衛則

第 30 条但書に基づいて、「運搬中及び貯蔵

中において固体以外の状態にならず、かつ、

粉状にならない物」に関する例外が設けら

れている。但、①危険物（安衛令別表第一に

掲げる危険物をいう。安衛則第 30 条但書第

1 号）、②危険物以外の可燃性の物等爆発又

は火災の原因となるおそれのある物（安衛

則第30条但書第2号）、③酸化カルシウム、

水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他

の物であって皮膚に対して腐食の危険を生

ずるもの（安衛則第 30 条但書第 3 号）のい

ずれかに該当するものについては除かれる。 
この定めは、安衛令別表第 9 に掲げる物

（純物質）及び安衛令別表第 9 又は別表第

3 第 1 号 1 から 7 までに掲げる物を含有す

る製剤その他の物（混合物）のうち、運搬中

及び貯蔵中において、固体以外の状態にな

らず、かつ、粉状にならない物について、表

示義務の適用を除外することとしたもので

ある。この趣旨は、表示対象物を譲渡し、又

は提供する時点において固体の物について

は、粉状でなければ吸入ばく露等のおそれ

がなく、健康障害の原因とならないものと

考えられること、また、国際的にも、欧州の

化 学 品 規 制 で あ る  CLP （ Contract 
Laboratory Program、委託試験機関プログ

ラム） 規則において、文書交付により情報

伝達がなされている場合には、塊状の金属、

合金、ポリマーを含む混合物、エラストマー

を含む混合物について表示が適用除外とさ

れていることを踏まえたことによる（平成

27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。但、爆

発性、引火性等の危険性や、皮膚腐食性を有

する物については、譲渡・提供時において固

形であっても当該危険性等が発現するおそ

れがあるため、適用除外の対象とはせず、引

き続き、表示義務の対象としたものである。 
 

33．．22．．22．．11．．22．．22  純純物物
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質質のの取取扱扱いい  
安衛令第 18 条において適用除外とされ

る物は、純物質であって、譲渡・提供の過程

において粉状にならず、危険性又は皮膚腐

食性がないという上記要件を満たすことが

明らかである、イットリウム、インジウム、

カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、

タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、

ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジ

ウム、マンガン、モリブデン及びロジウムと

したこと。なお、イットリウム化合物、イン

ジウム化合物、カドミウム化合物、水溶性銀

化合物、クロム化合物、コバルト化合物、ス

ズ化合物、水溶性タリウム化合物、水溶性タ

ングステン化合物、タンタル酸化物、銅化合

物、無機鉛化合物、ニッケル化合物、白金水

溶性塩、ハフニウム化合物、無機マンガン化

合物、モリブデン化合物及びロジウム化合

物の純物質については、適用除外の対象と

はされていないことに留意すること（平成

27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
 

33．．22．．22．．11．．22．．33  混混合合

物物のの取取扱扱いい  
安衛令別表第 9 又は別表第 3 第 1 号 1 か

ら 7 までに掲げる物を含有する製剤その他

の物（混合物）については、その性質が様々

であることから、運搬中及び貯蔵中におい

て固体以外の状態にならず、かつ、粉状にな

らないもののうち、以下の①から③までに

掲げる危険性のある物又は皮膚腐食性のお

それのある物に該当しないものは適用除外

とされている（安衛則第 30 条但書）。 
 ①  危険物（安衛令別表第１に掲げる危

険物をいう。）  
 ②  危険物以外の可燃性の物等爆発又

は火災の原因となるおそれのある物  
③  酸化カルシウム、水酸化ナトリウ

ム等を含有する製剤その他の物であって皮

膚に対して腐食の危険を生ずるもの 
「運搬中及び貯蔵中において固体以外の

状態にならず、かつ、粉状にならないもの」

は、当該物の譲渡・提供の過程において液体

や気体になったり、粉状に変化したりしな

いものであって、当該物を取り扱う労働者

が、当該物を吸入する等により当該物にば

く露するおそれのないものを意味する。例

えば、温度や気圧の変化により状態変化が

生じないこと、水と反応しないこと、物理的

な衝撃により粉状に変化しないこと、昇華

しないこと等を満たすものである必要があ

り、具体的には、鋼材、ワイヤ、プラスチッ

クのペレット等は、原則として表示の対象

外となる。「粉状」とはインハラブル（吸入

性）粒子を有するものをいい、流体力学的粒

子径が 0.1mm 以下の粒子を含むものであ

るとされ、顆粒状のものは、外力によって粉

状になりやすいため、「粉状にならない」も

のとはいえないとされる（以上について、

（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
また、上記②又は③に掲げる物は、国連勧

告の化学品の分類及び表示に関する世界調

和システム（以下「GHS」という。）に準拠

した日本工業規格 Z7253 の附属書 Aの定

めにより、物理化学的危険性及び皮膚腐食

性／刺激性の危険有害性区分が定められて

いるものを意味する（平成 27 年 8 月 3 日

基発 0803 第 2 号）。 
 

3．2．2．1．3 裾切り値
の見直し 

新たに表示対象物となる物、既存の表示
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対象物及び通知対象物の裾切り値について

は、原則として、以下の考え方により設定さ

れている（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第

2 号）。 
 ア  GHS に基づき、濃度限界とされて

いる値とする。ただし、それが 1 パーセン

トを超える場合は 1 パーセントとする。こ

れにより、裾切り値は下表のとおりとなる。 

HHSS のの有有害害性性クク

ララスス  

区区

分分  

裾裾切切りり値値((重重量量パパ

ーーセセンントト))  

表表示示((ララ

ベベルル))  

通通知知

((SSDDSS))  

急性毒性 
1～

5 

1.0 1.0 

皮膚腐食性/刺

激性 

1～

3 

眼に対する重

篤な損傷性/ 

眼刺激性 

1～

2 

呼吸器感作性

(固体/液体) 
1 1.0 

0.1 
呼吸器感作性

(気体) 
1 0.2 

皮膚感作性 1 1.0 0.1 

生殖細胞変異

原性 

1 0.1 0.1 

2 1.0 1.0 

発がん性 
1 0.1 

0.1 
2 1.0 

生殖毒性 
1 0.3 

0.1 
2 1.0 

標的臓器毒性

(単回ばく露) 

1～

2 
1.0 1.0 

標的臓器毒性

(反復ばく露) 

1～

2 

吸引性呼吸器

有害性 

1～

2 

 
イ  複数の有害性区分を有する物質につ

いては、アにより得られる数値のうち、最も

低い数値を採用する。 
ウ  リスク評価結果など特別な事情があ

る場合は、上記によらず、専門家の意見を聴

いて定める。 
以上に基づき、安衛令別表第 9 に掲げる

表示対象物及び通知対象物の裾切り値と 
CAS 番号は別紙 1（【【資資料料 22】】「「令令別別表表第第９９

にに定定めめるる表表示示義義務務及及びび通通知知義義務務のの対対象象ととなな

るる化化学学物物質質等等ととそそのの裾裾切切りり値値一一覧覧」」）のとお

りとされる。 
混合物については、裾切り値以上含有さ

れている場合には、仮に GHS 分類による

危険有害性分類がなされていない場合であ

っても、取扱い方法によっては危険有害性

が生じるおそれがあることから、人体に及

ぼす作用や取扱い上の注意に留意が必要で

あるため、表示義務の対象とされる。 
 

3．2．2．1．4 表示対象
物質以外の化学物質 

表示対象物質以外の物質にも有害性・危

険性を有する物質は多くある。そこで本条

に基づく表示対象物質以外の化学物質を対

象として、「化学物質等の危険性又は有害性

等の表示又は通知等の促進に関する指針」

（平成 4 年 7 月 1 日労告第 60 号）が整備

されている。右指針の内容については、「関

連規定－法条」参照。 
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33．．22．．22．．22  表表示示義義務務者者  
本条第 1 項は、「容器に入れ、又は包装し

て、譲渡し、又は提供する者」に本条が定め

る表示を行う義務を課す。このような立場

にあることが客観的に認められれば表示義

務者となり、製造者、販売業者流通過程にお

ける立場等は条文上表示義務者該当性を判

断するときの考慮の対象とされていない。 
この定めによれば、同一の有害物の容器

又は包装が流通するにあたり、2 以上の者

が表示義務者となることがある。この場合

は先次の表示義務者が所定の表示を行って

いるときは、後次の表示義務者が重ねて表

示を行う必要が実質的になくなるため、第

一次的には有害物質の製造業者が表示義務

者となる 47。もっともこの場合も後次の表

示義務者は依然として表示義務者であり、

先次の表示義務者が存在することにより表

示義務について免責されない。 
本条にいう「譲渡」及び「提供」は法第 55

条のそれと同じと解されている 48。すなわ

ち「譲渡」は有償・無償を問わず所有権の移

転を伴う行為、「提供」は所有権等を留保し

たまま相手に渡して利用させるというよう

な場合の「渡す」という事実行為を意味する

（昭和 47・9・18 基発第 602 号）。 
 

33．．22．．22．．33  表表示示事事項項  
本条第 1 項第 1 号は、表示を必要とする

事柄として 5 つの事項を挙げる。再掲する

と下記の通りである。 
イ 名称 
ロ 人体に及ぼす作用 
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 
ニ イからハまでに掲げるもののほか、

厚生労働省令で定める事項 

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚

起するための標章で厚生労働大臣が定め

るもの 
 以下、各表示事項について概説する。 
 

3．2．2．3．1 名称（第
1 項 1号イ） 

第 1 号イに規定される「名称」は、化学

物質等の名称の表示を求めるものである。

但し、製品名により含有する化学物質等が

特定できる場合においては、当該製品名を

記載することで足りる。また、化学物質等に

ついて表示される名称と、法第 57 条の 2 に

基づく文書交付により通知される名称は一

致させなければならない（以上について、平

成18年10月20日基安化発第1020001号。

以下 3．2．2．3 内で「通達」と表記する）。 
なおラベルに記載すべき情報については、

JISZ7253 にも規定されている。 
 

3．2．2．3．2 人体に及
ぼす作用（第 1 項第 1 号
ロ） 

第 1 号ロに規定される「人体に及ぼす作

用」とは、化学物質等の有害性を意味する

（「通達」）。ここでは、化学品の分類および

表示に関する世界調和システム(以下「GHS」
という)に従った分類に基づき決定された

危険有害性クラス(可燃性固体等の物理化

学的危険性、発がん性、急性毒性等の健康有

害性及び水生環境有害性等の環境有害性の

種類)及び危険有害性区分(危険有害性の強

度)に対して GHS 附属書 3 又は日本産業規

格 Z7253(GHS に基づく化学品の危険有害

性情報の伝達方法―ラベル，作業場内の表

示及び安全データシート (SDS))( 以下
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「JISZ7253」という)附属書 A により割り

当てられた「危険有害性情報」の欄に示され

ている文言を記載しなければならない（「通

達」）。この JISZ7253 は一般に「合併 JIS」
と呼ばれ、国連 GHS 文書改訂 4 版（2011
年）を基礎に作成されている。GHS 国連勧

告と本法の記載項目との関係については、

【【資資料料 33】】「「GGHHSS 国国連連勧勧告告とと改改正正労労働働安安全全

衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」を参照。 
なお、GHS に従った分類については、日

本産業規格 Z7252(GHS に基づく化学品の

分類方法)(以下「JISZ7252」という)及び事

業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にす

ることが求められている。また、GHS に従

った分類結果については、独立行政法人製

品評価技術基盤機構が公開している「NITE 

化 学 物 質 総 合 情 報 提 供 シ ス テ ム

(NITE―CHRIP)」49、厚生労働省が作成し

「職場のあんぜんサイト」で公開している

「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情

報」 50等を参考にすることとされる（「通

達」）。 
混合物に関しては、混合物全体として有

害性の分類がなされていない場合には、含

有する表示対象物質の純物質としての有害

性を、物質ごとに記載することで差し支え

ない（「通達」）。 
また、GHS に従い分類した結果、危険有

害性クラス及び危険有害性区分が決定され

ない場合は、記載を要しない（「通達」）。 
 

3．2．2．3．3 貯蔵又は
取扱い上の注意（第 1 項
第 1 号ハ） 

第 1 号ハに規定される「貯蔵又は取扱い

上の注意」は、化学物質等のばく露又はその

不適切な貯蔵若しくは取扱いから生じる被

害を防止するために取るべき措置を記載す

ることを求めるものである（「通達」）。 
 

3．2．2．3．4 厚生労働
省令で定める事項（第 1
項第 1号ニ） 

本条第 1 項第 1 号ニにおける「厚生労働

省令で定める事項」は以下のとおりである

（安衛則第 33 条）。 
 
一 表示をする者の氏名（法人にあつて

は、その名称）、住所及び電話番号 
化学物質等を譲渡し又は提供する者の

情報を記載することが求められる。また、

当該化学品の国内製造・輸入業者の情報

を、当該事業者の了解を得た上で追記す

ることも認められている。緊急連絡電話

番号等についても記載することが望まし

い（「通達」）。 
 

二 注意喚起語 
ここでの「注意喚起語」としては、GHS

に従った分類に基づき、決定された危険

有害性クラス及び危険有害性区分に対し

て GHS 附属書 3 又は JISZ7253 附属書

A に割り当てられた「注意喚起語」の欄

に示されている文言を記載することとさ

れている（「通達」）。 
なお、GHS に従った分類については、

JISZ7252 及び事業者向け分類ガイダン

スを参考にすること、GHS に従った分類

結果については、独立行政法人製品評価

技術基盤機構が公開している「NITE 化

学 物 質 総 合 情 報 提 供 シ ス テ ム

(NITE―CHRIP)」や厚生労働省が作成し
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「職場のあんぜんサイト」で公開してい

る「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS
情報」等を参考にすることが求められて

いる（「通達」）。 
混合物において、混合物全体として危

険性又は有害性の分類がなされていない

場合には、含有する表示対象物質の純物

質としての危険性又は有害性を表す注意

喚起語を、物質ごとに記載することで差

し支えない（「通達」）。 
GHS に基づき分類した結果、危険有害

性クラス及び危険有害性区分が決定され

ない場合、記載を要しない（「通達」）。 
 

三 安定性及び反応性 
「安定性及び反応性」は、化学物質等の危

険性を示すことを意味する。GHS に従った

分類に基づき、決定された危険有害性クラ

ス及び危険有害性区分に対して GHS 附属

書 3 又は JISZ7253 附属書 A に割り当てら

れた「危険有害性情報」の欄に示されている

文言を記載する。「GHS に従った分類結果」

については、独立行政法人製品評価技術基

盤機構が公開している「NITE 化学物質総

合情報提供システム(NITE―CHRIP)」、厚

生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」

で公開している「GHS 対応モデルラベル・

モデル SDS 情報」等を参考にすることとさ

れている（「通達」）。 
混合物において、混合物全体として危険

性の分類がなされていない場合には、含有

する全ての表示対象物質の純物質としての

危険性を、物質ごとに記載することで差し

支えない。また、GHS に従い分類した結果、

危険有害性クラス及び危険有害性区分が決

定されない場合、記載を要しない（「通達」）。 

 
3．2．2．3．5 当該物を
取り扱う労働者に注意を
喚起するための標章（第 1
項第 2号） 

本号における「当該物を取り扱う労働者

に注意を喚起するための標章で厚生労働大

臣が定めるもの」とは、日本産業規格

Z7253(GHS に基づく化学品の危険有害性

情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示

及び安全データシート(SDS))に定める絵表

示を意味する（平成 18 年 10 月 20 日厚労

告 619 号。以下の説明も同厚労告による）。

右「絵表示」については、【【資資料料 44】】「「絵絵表表示示

ににつついいてて」」参照。但し、本条第 1 項の容器

又は包装に次に掲げる標札若しくは標識又

はラベルが付されている場合にあっては、

当該標札若しくは標識又はラベルに示され

る記号とする。  
 
一 船舶による危険物の運送基準等を

定める告示(昭和 54 年運輸省告示第 549
号)第 1 号様式に掲げる標札又は標識 

二 航空機による爆発物等の輸送基準

等を定める告示(昭和 58 年運輸省告示第

572 号)第 2 号様式に掲げるラベル 
 
混合物において、混合物全体として危険

性又は有害性の分類がなされていない場合

には、含有する表示対象物質の純物質とし

ての危険性又は有害性を表す標章を、物質

ごとに記載することで差し支えない。また、

GHS に従い分類した結果、危険有害性クラ

ス及び危険有害性区分が決定されない場合

は、記載を要しない（「通達」）。 
なお、JISZ7251 に準拠した記載を行えば、
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安衛法関係法令において規定する容器・包

装等に表示しなければならない事項を満た

すこととされる。JISZ7253：2019 について

は日本産業標準調査会ホームページにおい

て検索及び閲覧が可能である（「通達」）。 
 

33．．22．．22．．44  表表示示方方法法  
3．2．2．4．1 容器又は
包装を用いる場合 

前述した表示事項は、当該容器又は包装

に表示事項を印刷する方法、又は表示事項

等を印刷した票箋を貼り付けて表示される

（安衛則第 32 条本文）。ただし、当該容器

又は包装の形状、材質等により、当該容器又

は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は

表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付

けることが困難なときは、表示事項等のう

ち、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の

注意、表示をする者の氏名、住所及び電話番

号、注意喚起語、安定性及び反応性（以上、

法第 57 条第 1 項第 1 号ロからニまで）及

び、当該物を取り扱う労働者に注意を喚起

するための標章で厚生労働大臣が定めるも

の（法第 57 条第 1 項第 2 号）に掲げるもの

については、これらを印刷した票箋を容器

又は包装に結びつけることにより表示する

ことができる（安衛則第 32 条但書）。 
法第 57 条第 1 項第 2 号に規定される標

章は、JIS 規格 Z7251（GHS に基づく化学

品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、

作業場内の表示及び安全データシート

(SDS)）に定める絵表示とされる。ただし、

法第 57 条第 1 項の容器又は包装に次に掲

げる標札若しくは標識又はラベルが付され

ている場合にあっては、当該標札若しくは

標識又はラベルに示される記号とされる。 

 
一 船舶による危険物の運送基準等を

定める告示(昭和五十四年運輸省告示第

五百四十九号)第一号様式に掲げる標札

又は標識 
二 航空機による爆発物等の輸送基準等

を定める告示(昭和五十八年運輸省告示

第五百七十二号)第二号様式に掲げるラ

ベル（平成 18 年 10 月 20 日厚労告第 619
号）。 
 

3．2．2．4．2 容器又は
包装を用いない場合 

本条第 1項の政令で定める物又は法第 56
条第 1 項の物を本条第 1 項に規定する方法

（容器に入れ、又は包装してする方法）以外

の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚

生労働省令で定めるところにより、名称や

人体に及ぼす影響等、本条第 1 項各号の事

項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する

相手方に交付しなければならない（本条第

2 項）。例えば、タンクローリーやパイプラ

インで輸送される場合がこのケースに該当

する。この交付は、容器又は包装以外の方法

により譲渡し、又は提供する際に行われな

ければならないが、継続的に又は反復して

譲渡し、又は提供する場合において、既に当

該文書の交付がなされているときはこの限

りでない（安衛則 34 条）。もっとも通達（昭

和 53 年 2 月 10 日基発第 78 号）は、この

ような場合でも、譲渡し、又は提供する相手

方に文書の内容が的確に伝わるよう重ねて

文書を交付することが望ましいとする。 
 

33．．22．．22．．55  主主ととししてて一一般般消消費費者者
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のの生生活活のの用用にに供供すするるたためめののもものの  
本条第 1 項に規定される「主として一般

消費者の生活の用に供するためのもの」は、

以下のとおりである（平成 27 年 8 月 3 日

基発 0803 第 2 号）。 
 
ア  医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和 35 年法律第 145 号）に定められてい

る医薬品、医薬部外品及び化粧品 
 イ  農薬取締法（昭和23年法律第125

号）に定められている農薬 
 ウ  労働者による取扱いの過程にお

いて固体以外の状態にならず、かつ、粉

状又は粒状にならない製品  
 エ  表示対象物が密封された状態で

取り扱われる製品 
 オ  一般消費者のもとに提供される段

階の食品。ただし、水酸化ナトリウム、硫

酸、酸化チタン等が含まれた食品添加物、

エタノール等が含まれた酒類など、表示

対象物が含まれているものであって、譲

渡・提供先において、労働者がこれらの

食品添加物を添加し、又は酒類を希釈す

るなど、労働者が表示対象物にばく露す

るおそれのある作業が予定されるものに

ついては、「主として一般消費者の生活の

用に供するためのもの」には該当しない

こと。 
 
3．3 関連規定 

3．3．1 法条 
安衛令第 18 条（名称を表示すべき危険物

及び有害物）、安衛則第 30 条（名称等を表

示すべき危険物及び有害物）、第 31 条～第

33条（名称の表示）、第34条（文書の交付）、

「化学物質等の危険性又は有害性等の表示

又は通知等の促進に関する指針」（平成 4 年

7 月 1 日労告第 60 号）、「労働安全衛生法第

57条第 1項第 2号の規定に基づき厚生労働

大臣が定める標章（平成 18 年厚労告第 619
号）、安衛令別表第 9（対象物質の一覧）。 
 
3．4 沿革 

3．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52
年 7 月 1 日法律第 76 号）に基づ

いて、容器又は包装を用いないで

表示対象有害物を譲渡し、又は提

供する者は、その相手方に表示事

項を記載した文章を交付しなけ

ればならないものとする改正が

なされた（本条第 1 項の修正と、

第 2 項の追加）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 17 年 11 月 2 日

法律第 108 号）に基づいて、本条

について、①危険を生ずるおそれ

のある物で政令で定めるもの（化

学物質等の危険性）を、その譲渡

又は提供に際して容器又は包装

に名称等を表示しなければなら

ない物に追加するとともに、②容

器又は包装に表示しなければな

らないものとして、当該物を取り

扱う労働者に注意を喚起するた

めの標章で厚生労働大臣が定め

るものを追加等する改正（「労働

安全衛生法等の一部を改正する

法律案要綱」）が行われた。①は、
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本条が規制対象とする事柄を、労

働者に健康障害を生ずるおそれ

のある物から、危険を生ずる物に

広げたことを意味する。②は、国

連が 2005 年に取りまとめた「化

学品の分類および表示に関する

世界調和システム（GHS）」に対応

して行われたものである（3．4．
2．2 参照）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）により本条につい

て、労働者に危険又は健康障害を

生ずるおそれのある物を譲渡し、

又は提供する際にその容器又は

包装に表示しなければならない

こととされているもののうち、成

分を削除する改正（「労働安全衛

生法の一部を改正する法律案要

綱」）が行われた。また、同時に行

われた安衛令第 18 条の改正によ

り、表示対象物の範囲が法第 57条

の 2 の通知対象物全般に拡大され

た。 
 

3．4．2 背景になった災害等 
33．．44．．22．．11  日日本本化化学学工工業業六六価価クク
ロロムム事事件件（（11997711年年））  

1977 年の「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1
日法律第 76 号）による改正にあたっては、

化学物質等により職業がん等の新しい型の

疾病の発生が社会的に問題となったこと、

ILO において 1974 年（昭和 49 年）に職業

がん条約（第 139 号条約、1977 年（昭和 52

年）日本批准）、昭和 52 年に作業環境条約

（第 148 号条約）が採択されるなど、職業

性疾病の問題が国際的にも重要視されてき

ていたことといった背景があった 51。この

時期に問題となった化学物質による職業性

疾病の問題としては、日本化学工業の小松

川工場の調査において労働者に鼻中隔穿孔

や肺がんが多数発症していることが明らか

になり、公害問題にもなった事件（日本化学

工業六価クロム事件、1971 年）などがある。

こうした問題状況の下において中央労働基

準審議会の労働災害防止部会において検討

がなされて「労働安全衛生法の改正等に関

する報告」が取りまとめられ、本改正の基礎

となった。本改正にあたっては本法第 57 条

の 4、本法第 57 条の 5（いずれも現行法の

条文数）の追加等の改正が行われた。 
 

33．．44．．22．．22  化化学学品品のの分分類類おおよよびび
表表示示にに関関すするる世世界界調調和和シシスステテムム
（（GGHHSS））（（22000033 年年・・平平成成 1155年年））  

「化学品の分類および表示に関する世界

調和システム（The Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of 
Chemicals: GHS）」は、国連において 2003
年（平成 15 年）に策定された、各国間の化

学物質の分類及び表示方法を調和させるこ

とを目的とするルールである。本稿執筆現

在、改訂第 6 版（2015 年、平成 27 年）が

策定されている。 
当初危険有害物質に対する規制は各国に

おいて個別に講じられ、その結果、同一の化

学品に対するラベルや SDS が国ごとに異

なる、危険有害性の定義も国ごとに異なる、

ラベルや SDS により情報提供を行う段階

や方法も国ごとに異なるという状況が生じ
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た。こうした状況を改善し、国際的に調和さ

れた分類及び表示方法を構築することが、

化学品の国際貿易が広く行われる中で、そ

の安全な使用や輸送、廃棄を確実に行うた

めの国内計画を策定すること、化学品への

暴露を管理し、人々と環境を保護するため

の基盤を包括的に確立するために重要と考

えられたことから本システムが策定された。

本システムの策定と実施により、危険有害

性の情報伝達に関する国際的に理解されや

すいシステムの導入によって、人の健康と

環境の保護が強化されること、既存のシス

テムを持たない国々に対し国際的に承認さ

れた枠組みが提供されること、化学品の試

験および評価の必要性が減少すること、危

険有害性が国際的に適正に評価され確認さ

れた化学品の国際取引が促進されることが

期待されている（GHS1.1.1.1-1.1.1.4）。 
本システムでは、化学品の危険性・有害性

を物理化学的危険性、健康に対する有害性、

環境に対する有害性という観点から整理・

分類し、その危険性・有害性が明らかになる

ような標章の表示や注意事項等を記載した

文書（化学物質等安全データシート）の作

成、交付等を求めている。GHS は、成形品

を除く全ての危険有害な化学品を対象とす

る。危険性・有害性に関する情報提供の対象

者は、化学物質を取り扱う全ての者であり、

労働者、消費者等その立場を問わない。 
 
3．5 運用 

3．5．1 適用の実際 
◆◆33．．55．．11．．11  適適用用のの動動向向ととルルーー
ルル  

ラベルの作成と貼付は一般的にこれを製

造するメーカー等によって一括して行われ

るため、本条の履行の有無が争点となるこ

とは比較的少ない。特に法第 57 条の 2 の

SDS 制度ができてからは、相対的にその重

要度を低下させている。 
また、ラベル表示の義務づけ（努力義務を

含む）は、本法だけでなく化管法や毒劇法に

よっても行われており、異なる機関がそれ

ぞれ類似の事項についてチェックを入れる

ことでそれぞれの実効性の確保の程度が高

められている可能性がある。本条の適用対

象となる化学物質は限定されている上、そ

もそも内容物の表示を行うことは、化学物

質に限られず、食料品その他の製品も含め

て社会一般において行われる取扱いとなっ

ており、この意味でもラベル表示が問題と

なる場面は少なくなっている。 
本条により義務付けられる表示をより容

易に行うために、いくつかの行政文書がラ

ベル表示の具体例を概説し、実務の用に供

されている。 
例えば、「労働安全衛生法第 57 条に基づ

く表示の具体的記載方法について」（昭和47
年 9 月 29 日基発第 634 号）において表示

の具体例が示されている。例えば、「ジクロ

ルベンジジン及びその塩若しくはこれを含

有する製剤その他の物」については、次のよ

うな例が示されている。 
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また、「化学物質の表示・文書交付制度の

あらまし」（厚労省、都道府県労働局、労働

基準監督署）は、「ラベル表示の例」及び「混

合物のラベル表示方法」として、【【資資料料 55】】
「「ララベベルル表表示示のの例例・・混混合合物物ののララベベルル表表示示方方

法法」」にあるような図説を用意している。 
本条に基づいて表示を義務付けられる化

学物質の範囲は、危険性や有害性が認めら

れた一定の化学物質に限定されているが、

危険性や有害性が不明であることは当該化

学物質が安全又は無害であることを意味し

ない。労働者等に対する健康被害の発生を

予防するという本条の趣旨やあらゆる化学

物質を対象とする GHS の趣旨からは、あら

ゆる化学物質が危険性や有害性を有する可

能性があることを意識した表示義務範囲の

設定が必要とされている。 
 

◆◆33．．55．．11．．22  適適用用事事例例  
「職場における化学物質等の管理のあり

方に関する検討会」では、事業場内で小分け

した容器の表示がないことによる災害事例

として、次のような事例が紹介されている。 
・硝酸、有機カルボン酸等を含有する洗剤

の入った含有物の表示のない容器に、洗剤

を追加していたところ、塩素ガス中毒とな

ったもの。誤って、次亜塩素酸ナトリウム、

水酸化ナトリウム等を含有する洗剤を移し

入れたため、塩素ガスが発生したことが原

因（平成 29 年 7 月発生、休業 1 日（1 名））。 
・清掃に使用する洗剤を持ち運ぶため、小

分けの容器に移し替える作業を行っていた

ところ、表示のない次亜塩素酸ナトリウム

の入った容器に、酸性の洗剤を誤って移し

入れたため、塩素ガスが発生し、当該作業を

行っていた労働者が急性呼吸不全となった

もの（平成 29 年 11 月発生、休業 12 日（1
名））。 
 

3．5．2 関連判例 
 建設アスベスト訴訟において、アスベス

トの危険性の表示を事業主等に義務付けな

かったことが国家賠償の対象となる適切な

規制権限の不行使に該当するかが争われた。

この点については、法第 55 条の「関連判例」

の項を参照。 

名称    

成分 ジクロルベンジジン 

含有量         ％ 

注意事項 皮膚に付着したり又は吸入す

ると薬害の恐れがありますか

ら下記の注意事項を守って下

さい。 

１ 容器が破損しないように丁

寧に取扱って下さい。 

２ 万一漏えいした場合には、

必ず保護具（ゴム又はビニー

ル手袋及び呼吸用保護具）を

使用して処置して下さい。 

３ もし、皮膚、衣服に付着し

た場合、皮膚は直ちに石けん

水でよく洗い流して衣服は取

替えて下さい。 

表示者の

氏名又は

名称及び

住所 
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3．6 その他 

3．6．1 罰則 
有害物を譲渡し、又は提供する者が、本条

第 1 項の規定に違反して、その容器等に所

定の表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、

又は本条第 2 項の文書を交付せず、若しく

は虚偽の文書を交付した場合には、6 ヵ月

以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せ

られる（法第 119 条第 3 号）。 
法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して、右の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、各本条の罰金刑を科する（法第

122 条）。 
 

3．6．2 民事上の効力 
製品を製造・販売して、流通に置く者は、

これによって他人の生命・身体・財産を不当

に侵害することのないように、製品が通常

備えるべき安全性を確保する義務を負う。

この義務を基礎に、有害物・危険物を製造・

販売する者は、製品の安全性確保義務の一

態様として、製品に内在する危険の内容及

び回避手段について、利用者に警告する義

務がある（神奈川第 1 陣訴訟：東京高判平

29・10・27）。 
本条の表示義務を果たしていることは、

この民事的な義務を果たしていることを示

す一つの指標となる。しかし本法第 57 条の

義務を通達等に即して履行していたとして

も、本条の記載方法が不十分・不合理と判断

された場合には、製造者等は前述の警告義

務違反を免れない（神奈川第 1 陣訴訟：東

京高判平 29・10・27）。本条違反と民事上

の警告義務違反とは別のものとして位置付

けられている。 
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3．6．3 資料 
【【資資料料 11】】表表示示・・通通知知義義務務対対象象物物質質
（（別別フファァイイルル））  

 
【【資資料料 22】】令令別別表表第第９９にに定定めめるる表表示示
義義務務及及びび通通知知義義務務のの対対象象ととななるる化化
学学物物質質等等ととそそのの裾裾切切りり値値一一覧覧（（別別
フファァイイルル））  

 
【【資資料料 33】】「「GGHHSS国国連連勧勧告告とと改改正正労労
働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」
（（「「化化学学物物質質のの表表示示・・文文書書交交付付制制度度
ののああららまましし」」（（厚厚労労省省、、都都道道府府県県労労
働働局局、、労労働働基基準準監監督督署署））よよりり））（（別別
フファァイイルル））  

 
【【資資料料 44】】絵絵表表示示ににつついいてて（（別別フファァ
イイルル））  

 
【【資資料料 55】】「「化化学学物物質質のの表表示示・・文文書書
交交付付制制度度ののああららまましし」」「「ララベベルル表表示示
のの例例」」及及びび「「混混合合物物ののララベベルル表表示示方方
法法」」（（別別フファァイイルル））  
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4．第 57 条の 2（文書の交付等） 

4．1 条文 
第五十七条の二 労働者に危険若しくは

健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの又は第五十六条第一項の物

（以下この条及び次条第一項において

「通知対象物」という。）を譲渡し、又は

提供する者は、文書の交付その他厚生労

働省令で定める方法により通知対象物に

関する次の事項（前条第二項に規定する

者にあつては、同項に規定する事項を除

く。）を、譲渡し、又は提供する相手方に

通知しなければならない。ただし、主と

して一般消費者の生活の用に供される製

品として通知対象物を譲渡し、又は提供

する場合については、この限りでない。 
一 名称 
二 成分及びその含有量 
三 物理的及び化学的性質 
四 人体に及ぼす作用 
五 貯蔵又は取扱い上の注意 
六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労

働省令で定める事項 
２ 通知対象物を譲渡し、又は提供する

者は、前項の規定により通知した事項に

変更を行う必要が生じたときは、文書の

交付その他厚生労働省令で定める方法に

より、変更後の同項各号の事項を、速や

かに、譲渡し、又は提供した相手方に通

知するよう努めなければならない。 
３ 前二項に定めるもののほか、前二項

の通知に関し必要な事項は、厚生労働省

令で定める。 

 
4．2 趣旨と内容 

4．2．1 趣旨 
化学物質による労働災害は依然として多

く発生しており、これを防止するためには、

労働現場において化学物質等の有害性等の

情報を確実にユーザーに伝達し、この情報

を基に労働現場において健康障害防止のた

めの措置を適切に講じていくことが重要で

ある。 
そこで本条は、化学物質等による労働者

の健康障害の防止に資するよう、化学物質

等を譲渡し、又は提供するときに、その有害

性等に関する情報が譲渡し、又は提供する

相手方に通知されるよう義務付けた（平成

12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。この仕組

みは、一般に SDS（Safety Data Sheet: 安
全データシート）制度（旧、化学物質等安全

データシート。 Material Safety Data 
Sheet:MSDS）と呼ばれる。 
化学物質に関する情報の提供を義務付け

る本条は、法第 57 条と趣旨を供する部分が

ある。しかし法 57 条の適用される場面が容

器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供す

る場面に限定されるのに対し、本条はこれ

よりも対象が包括的であり、情報を掲載す

ることができるスペースについても容器や

包装といった制約が少ないという特徴を有

する。この点で、本条は第 57 条の表示内容

を詳細なものにし、補足する役割を担って

いる。 
 

4．2．2 内容 
44．．22．．22．．11  通通知知対対象象物物  

 通知の対象とする物は、法第 56 条第 1 項

の製造許可物質、及び「労働者に危険若しく
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は健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの」すなわち、安衛令 18 条の 2
に規定される以下の物である。 
 
一 安衛令別表第九に掲げる物 
二 安衛令別表第九に掲げる物を含有す

る製剤その他の物で、厚生労働省令で定

めるもの 
三 安衛令別表第三第一号１から７まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物

（同号８に掲げる物を除く。）で、厚生労

働省令で定めるもの。 
 

44．．22．．22．．22  通通知知義義務務者者  
後述する通知対象者に対して通知義務を

負う者は、通知対象物を「譲渡し、又は提供

する者」である。通知対象物質が流通の過程

で所定の表示がされた容器から他の容器に

分割して譲渡又は提供される場合、この他

の容器に分割して譲渡又は提供する者が通

知義務者となる 52。 
 

44．．22．．22．．33  通通知知すすべべきき事事項項  
通知すべき事項は、本条第 1 項に列挙さ

れた事項である。再掲すると下記のように

なる。 
 
一 名称 
二 成分及びその含有量 
三 物理的及び化学的性質 
四 人体に及ぼす作用 
五 貯蔵又は取扱い上の注意 
六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労

働省令で定める事項 

 
この点の詳細は通達（平成 18 年 10 月 20

日基安化発第 1020001 号、平成 22 年 12 月

16 日基安化発 1216 第 1 号改正。以下、4．
2．2．3 において「通達」という）に規定さ

れている。この通達を軸に、以下、各号の概

要を整理する。 
なお、GHS 国連勧告と本条の記載項目と

の関係については、【【資資料料 11】】「「GGHHSS 国国連連勧勧

告告とと改改正正労労働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」

参照。 
 

4．2．2．3．1 名称（第
1 号） 

「名称」は、化学物質等の名称を記載する

ことを意味する。ただし、製品名により含有

する化学物質等が特定できる場合において

は、当該製品名を記載することで足りる（通

達）。 
 

4．2．2．3．2 成分及び
その含有量（第 2 号） 

「成分及びその含有量」については、通知

対象物質が裾切値以上含有される場合、当

該通知対象物質の名称を列記するとともに、

その含有量についても記載する。また、ケミ

カルアブストラクトサービス登録番号

（CAS 番号）及び別名や、通知対象物質以

外の化学物質の成分の名称及びその含有量

についても、本項目に記載することが望ま

しい（通達）。 
成分の含有量については、安衛令別表第

3 第 1 号 1 から 7 までに掲げる物及び令別

表第 9 に掲げる物ごとに重量パーセントを

通知しなければならない。この場合におけ

る重量パーセントの通知は、10 パーセント

－ 602 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

45 
 

未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を

切り上げた数値との範囲をもつて行うこと

ができる（安衛則第 34 条の 2 の 6）。重量

パーセント(ベンゼンにあっては、容量パー

セント)以外の表記による含有量の表記が

なされているものについては、重量パーセ

ント(ベンゼンにあっては、容量パーセント)
への換算方法を明記していれば重量パーセ

ント(ベンゼンにあっては、容量パーセント)
による表記を行ったものとみなされる（平

成 12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。 
 

4．2．2．3．3 物理的及
び化学的性質（第 3号） 

「物理的及び化学的性質」については、通

達において、記載しなければならない情報

と、記載することが望ましい情報に分けて

規定されている。 
記載しなければならない情報は以下のと

おりである。 
 
ア 化学物質等の外観（物理的状態、形

状、色等） 
イ臭い 
ウｐＨ 
エ 融点及び凝固点 
オ 沸点、初留点及び沸騰範囲 
カ 引火点 
キ 燃焼又は爆発範囲の上限及び下限 
ク 蒸気圧 
ケ 蒸気密度 
コ 比重（相対密度） 
サ 溶解度 
シ ｎ－オクタノール／水分配係数 
ス 自然発火温度 
セ 分解温度 

 
次に、記載することが望ましい情報は以

下のとおりである。 
 
ア 臭いのしきい（閾）値 
イ 蒸発速度 
ウ 燃焼性（固体又はガスのみ） 
・放射性等、当該化学物質等の安全な

使用に関係するその他のデータ 
・測定方法 
 
なお、混合物において、混合物全体として

危険性の試験がなされていない場合には、

含有する通知対象物質の純物質としての情

報を、物質ごとに記載することで差し支え

ないこととされる。 
 

4．2．2．3．4 人体に及
ぼす作用（第 4号） 

「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有

害性を示すことを意味する。ここでは、取扱

者が化学物質等に接触した場合に生じる健

康への影響について、簡明かつ包括的な説

明を記載することが求められる。 
ここで記載する必要のある情報は、以下

のとおりである（通達）。 
 
ア 急性毒性 
イ 皮膚腐食性・刺激性 
ウ 眼に対する重篤な損傷・刺激性 
エ 呼吸器感作性又は皮膚感作性 
オ 生殖細胞変異原性 
カ 発がん性 
キ 生殖毒性 
ク 特定標的臓器毒性－単回ばく露 
ケ 特定標的臓器毒性－反復ばく露 
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コ 吸引性呼吸器有害性 
 
また、ばく露直後の影響と遅発性の影響

とをばく露経路ごとに区別し、毒性の数値

的尺度を含めることが望ましい。混合物に

おいて、混合物全体として有害性の試験が

なされていない場合には、含有する通知対

象物質の純物質としての有害性を、物質ご

とに記載することで差し支えない（通達）。 
GHS に従い分類した結果、分類の判断を

行うのに十分な情報が得られなかった場合

（以下「分類できない」という。）、GHS で

規定する危険有害性クラスから外れている

物理化学的危険性及び健康有害性のため当

該クラスでの分類の対象となっていない場

合（以下「分類対象外」という。例えば、「○

○性固体」という危険有害性クラスは、常態

が液体や気体のものについては分類の対象

とならない。）及び分類を行うのに十分な情

報が得られているものの、分類を行った結

果、GHS で規定する危険有害性クラスにお

いて最も低い危険有害性区分とする十分な

証拠が認められなかった場合（以下「区分

外」という。）のいずれかに該当することに

より、危険有害性クラス及び危険有害性区

分が決定されない場合は、GHS では当該危

険有害性クラスの情報は、必ずしも記載は

要しないとされているが、「分類できない」、

「分類対象外」、「区分外」の旨を記載するこ

とが望ましい（通達）。 
また、発がん性の分類にあたっては、発が

ん性が否定されること、又は発がん性が極

めて低いことが明確な場合を除き、「区分外」

の判定は慎重に行い、疑義があれば、「分類

できない」とする（通達）。 
なお、記載にあたっては、事業者向け分類

ガイダンスを参考にすることが求められる

（通達）。 
 

4．2．2．3．5 貯蔵又は
取扱い上の注意（第 5号） 

「貯蔵又は取扱い上の注意」として、次の

事項について記載する必要がある（通達）。 
 
（１）適切な保管条件、避けるべき保

管条件等 
（２）混合接触させてはならない化学

物質等（混触禁止物質）との分離を含め

た取扱い上の注意 
（３）管理濃度、許容濃度等 
（４）密閉装置、局所排気装置等の設

備対策 
（５）保護具の使用 
（６）廃棄上の注意及び輸送上の注意 

 
4．2．2．3．6 流出その
他の事故が発生した場合
において講ずべき応急の
措置（第 6号） 

「流出その他の事故が発生した場合にお

いて講ずべき応急の措置」として、次の事項

について記載する必要がある。 
 
（１）吸入した場合、皮膚に付着した

場合、眼に入った場合又は飲み込んだ場

合に取るべき措置等 
（２）火災の際に使用するのに適切な

消火剤又は使用してはならない消火剤 
（３）事故が発生した際の退避措置、

立ち入り禁止措置、保護具の使用等 
（４）漏出した化学物質等に係る回収、

中和、封じ込め及び浄化の方法並びに使
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用する機材 
 

4．2．2．3．7 厚生労働
省令で定める事項（第 7
号） 

「厚生労働省令で定める事項」は、以下の

とおりであり（安衛則第 34 条の 2 の 4）、
それぞれ記載する必要がある。 

 
一 法第 57 条の 2 第 1 項の規定による

通知を行う者の氏名（法人にあつては、その

名称）、住所及び電話番号 
化学物質等を譲渡し又は提供する者の情

報を記載するものであり、当該化学品の国

内製造・輸入業者の情報を、当該事業者の了

解を得た上で追記しても良いこと。また、緊

急連絡電話番号、ファックス番号及び電子

メールアドレスも記載することが望ましい

（通達）。 
 
二 危険性又は有害性の要約 
GHS に従った分類に基づき決定された

危険有害性クラス、危険有害性区分、絵表

示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書

きに対して GHS 附属書 3 又は JISZ7253
附属書 A により割り当てられた絵表示と文

言を記載する。なお、GHS に従った分類に

ついては、JISZ7252 及び事業者向け分類ガ

イダンスを参考にすること、また、GHS に

従った分類結果については、独立行政法人

製品評価技術基盤機構が公開している

「NITE 化学物質総合情報提供システム

(NITE―CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職

場のあんぜんサイト」で公開している

「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情

報」等を参考にすることとされる（通達）。 

混合物において、混合物全体として危険

性又は有害性の分類がなされていない場合

には、含有する通知対象物質の純物質とし

ての危険性又は有害性を、物質ごとに記載

することで差し支えない（通達）。 
GHS に従い分類した結果、「分類できな

い」又は「区分に該当しない」のいずれかに

該当することにより、危険有害性クラス及

び危険有害性区分が決定されない場合は、

GHS では当該危険有害性クラスの情報は、

必ずしも記載を要しないとされているが、

「分類できない」、「区分に該当しない」の旨

を記載することが望ましい。なお、記載にあ

たっては、事業者向け分類ガイダンスを参

考にすることとされる（通達）。 
標章は白黒の図で記載しても差し支えな

いこと。また、標章を構成する画像要素(シ
ンボル)の名称(「炎」、「どくろ」等)をもって

当該標章に代えても差し支えない（通達）。 
粉じん爆発危険性等の危険性又は有害性

についても記載することが望ましいこと。 
 
三 安定性及び反応性 
この点については、下記の事項を記載す

ることが求められている。 
(1) 避けるべき条件(静電放電、衝撃、振

動等) 
(2) 混触危険物質 
(3) 通常発生する一酸化炭素、二酸化炭

素及び水以外の予想される危険有害な分解

生成物 
 
四 適用される法令 
 化学物質等に適用される法令の名称を

記載するとともに、当該法令に基づく規制

に関する情報を記載することとされる（通
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達）。 
 
五 その他参考となる事項 
 安全データシート(SDS)等を作成する

際に参考とした出典を記載することが望ま

しい。また、環境影響情報については、本項

目に記載することが望ましい（通達）。 
 

44．．22．．22．．44  通通知知のの方方法法・・時時期期  
本条の通知は、文書（本条第 1 項、第 2

項）のほか、磁気ディスクの交付、ファクシ

ミリ装置を用いた送信その他の方法であっ

て、その方法により通知することについて

相手方が承諾したもの（安衛則第 34 条の 2
の 3）によって行わなければならない。 
このうち「その他の方法」には、インター

ネットで閲覧できるホームページが含まれ

る。ホームページにより通知する場合にお

いては、当該ホームページは、譲渡し、又は

提供する者の管理下にある必要がある。ま

た、通知に際しては、相手方の承諾を得ると

ともに、当該ホームページのアドレスを通

知する必要がある（平成 12 年 3 月 24 日基

発第 162 号）。 
譲渡し、又は提供する者は、文書の交付以

外の方法により情報の通知を行った場合は、

相手方が情報を受け取ったことを確認する

ことが望ましい（平成 12 年 3 月 24 日基発

第 162 号）。 
通知は、譲渡し、又は提供する物ごとに行

わなければならない。ただし、譲渡し、又は

提供する物が混合物の場合、その中に成分

として 1％を超えて含まれているすべての

通知対象物個々について法第 57条の 2第 1
項第 3 号から第 6 号までの事項を通知し、

全体について同項第 1 号、第 2 号及び第 7

号の事項を通知することにより、当該物に

係る通知が行われたものとして取り扱って

よい（平成 12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。 
本条第 1 項の通知については、同項の通

知対象物を譲渡し、又は提供する時までに

行わなければならない。通知対象物を譲渡

され、提供される者が、その時点までに当該

通知対象物を受領するために必要な措置を

講じる時間的猶予を確保する趣旨である。

したがって、継続的に又は反復して譲渡し、

又は提供する場合において、既に当該通知

が行われているときは、この限りでない（安

衛則第 34 条の 2 の 5）。 
 

44．．22．．22．．55  主主ととししてて一一般般消消費費者者
のの生生活活のの用用にに供供さされれるる製製品品  

本条の通知義務は、但書の「主として一般

消費者の生活の用に供される製品として通

知対象物を譲渡し、又は提供する場合」には

生じない。「主として一般消費者の生活の用

に供される製品」は、以下のとおりである

（平成 12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。 
 
イ 薬事法(昭和 35年法律第 145号)に

定められている医薬品、医薬部外品及び

化粧品 
ロ 農薬取締法(昭和 23 年法律第 125

号)に定められている農薬 
ハ 労働者による取扱いの過程におい

て固体以外の状態にならず、かつ、粉状

又は粒状にならない製品 
ニ 通知対象物が密封された状態で取

り扱われる製品 
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4．3 関連規定 
4．3．1 法条 

 法第 101 条第 4 項（通知事項の周知）、安

衛令第 18 条の 2、別表第 9（名称等を通知

すべき危険物及び有害物）、安衛則第 34 条

の 2、第 34 条の 2 の 2（名称等を通知すべ

き危険物及び有害物）、安衛則第 34 条の 2
の 3～第 34 条の 2 の 6（名称等の通知等）。 
また、本条が導入された後、MSDS 提供

義務を規定する化学物質排出把握管理促進

法（化管法）が制定された。 
  
4．4 沿革 

4．4．1 制度史 
安

衛

法 

○「労働安全衛生法及び作業環境

測定法の一部を改正する法律」（平

成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

により、新規に追加された。 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 17 年 11 月 2 日

法律第 108 号）により本条につい

て、危険を生ずるおそれのある物

で政令で定めるものを、その譲渡

又は提供に際して相手方にその名

称等を文書の交付等の方法により

通知しなければならない物に追加

する改正（「労働安全衛生法等の一

部を改正する法律案要綱」）が行わ

れた。この改正は、「化学品の分類

及び表示に関する世界調和システ

ム （ The Globally Harmonized 
System of Classification and 
Labelling of Chemicals: GHS）」に

関する国連勧告を受けて行われた

ものである。 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）により、「この条」

の下に「及び次条第一項」を加える

改正が行われた。 
 

4．4．2 背景になった災害等 
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の

一部を改正する法律」（平成 11 年 5 月 21 日

法律第 45 号）に基づく本条の制定にあたっ

ては、化学物質による労働災害が依然とし

て多く発生している実態の中で、化学物質

の有害性の情報が伝達されていないことや

化学物質管理の方法が確立していないこと

が主原因となって発生した労働災害があわ

せて半数以上を占めており、こうした労働

災害を防止するためには、労働現場におけ

る化学物質の有害性の情報を確実に伝達し、

この情報を元に労働現場において、化学物

質を適正に管理することが重要であること

が指摘されていた 53。 
このように化学物質の供給者等が必要な

情報をユーザーに提供することの重要性は、

国際的には「職場における化学物質の使用

の安全に関する条約」（1990 年、ILO 第 170
号条約。日本は未批准）等の形で広く認識さ

れ、当時 MSDS 制度の法制化が国際的に要

請されつつある段階にあった。また、国内に

おいては、1998 年（平成 10 年）10 月に、

和歌山県において夏祭りで作られたカレー

に亜ヒ酸を入れることで 4 人の死者を発生

させた和歌山毒物カレー事件が発生し、毒

物管理の重要性が社会的に強く認識される

事態が生じていた。 
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」

（平成 17 年 11 月 2 日法律第 108 号）によ

る改正は、「化学品の分類及び表示に関する

－ 607 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

50 
 

世界調和システム」に関する国連勧告を受

けて行われた。この点については 3．4．4．
2 参照。 
 
4．5 運用 

◆4．5．1 適用の実際 
SDS を作成するときの参考として「GHS

対応モデルラベル・モデル SDS 情報」が「職

場のあんぜんサイト 54」で公開され、利用

されている。 
SDS を web で公開、交付することが認め

られるようになり、徐々に広く受け入れら

れるようになっている。 
SDS が備え付けられていない原因として

は、事業主が法律を知らないこと、提供者か

ら事業場に対して同通知文書が交付されて

いないことなどがある（本研究行政官向け

調査）。 
また、SDS 交付対象となっていない化学

物質であっても災害が発生することがある。

例えば「職場における化学物質等の管理の

あり方に関する検討会」では、注文者から請

負人への情報提供等が不十分であること等

による災害事例として、次の例が紹介され

ている。 
・GHS 分類では自己発熱性の危険性が

あるが SDS 交付等の規制のない硫化鉄を

含むスラッジが堆積したタンクの清掃を請

負い､作業を行っていたが､当該清掃中に硫

化鉄が空気に触れ酸化､発熱･発火したもの｡

注文者と請負業者の作業要領には､スラッ

ジを湿潤に保つとの記載はあったが､請負

業者は硫化鉄の危険性､湿潤化の目的等を

認識していなかった（平成 29 年 1 月発生、

休業なし）｡ 
この例は、一定の危険性や有害性が認め

られた化学物質にSDS交付義務の範囲を限

定する現行制度の課題を示したものといえ

よう。 
 

4．5．2 関連判例 
 なし。 
 
4．6 その他 

4．6．1 罰則 
なし。 

 
4．6．2 民事上の効力 

 未了。 
 

4．6．3 資料 
【【資資料料 11】】「「GGHHSS国国連連勧勧告告とと改改正正労労
働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係  
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5．第 57 条の 3（第五十七条第一項の

政令で定める物及び通知対象物につ

いて事業者が行うべき調査等） 

5．1 条文 
第五十七条の三 事業者は、厚生労働省

令で定めるところにより、第五十七条第

一項の政令で定める物及び通知対象物に

よる危険性又は有害性等を調査しなけれ

ばならない。 
２ 事業者は、前項の調査の結果に基づ

いて、この法律又はこれに基づく命令の

規定による措置を講ずるほか、労働者の

危険又は健康障害を防止するため必要な

措置を講ずるように努めなければならな

い。 
３ 厚生労働大臣は、第二十八条第一項

及び第三項に定めるもののほか、前二項

の措置に関して、その適切かつ有効な実

施を図るため必要な指針を公表するもの

とする。 
４ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、

事業者又はその団体に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる。 
 
5．2 趣旨と内容 

5．2．1 趣旨 
化学物質には極めて多様な種類があり、

危険・有害な物質に対する個別規制対象外

の物質であっても、使用量や使用法によっ

ては労働者の安全や健康に害を及ぼすおそ

れがある。また、化学物質による労働災害を

防止するためには、その化学物質の危険有

害性だけでなく、その物質の特徴に即した

管理措置を講じる必要がある。本条は、こう

した問題状況に対処するために、事業主に

化学物質に関するリスクアセスメントの実

施を義務化したものである 55。 
本法には、リスクアセスメントに言及す

る規定として、ほかに法第 28 条の 2 があ

る。同条は、事業者に対し、危険有害性を有

する全ての化学物質についてリスクアセス

メントを実施する努力義務を課す。これに

対し本条は、「第 57 条第 1 項の政令で定め

る物及び通知対象物」に該当する特定の化

学物質についてリスクアセスメントの実施

を強制的な義務とするより厳格な規制を講

じたものである。法第 57 条に基づく表示等

や法第 57 条の 2 に基づく文書交付等によ

る事前対応をふまえて、危険物・有害物の利

用段階において個別利用状況に即したアセ

スメントを義務付け、利用する化学物質等

の危険性や有害性を予め把握した上でその

取扱を確定していくことが期待されている。 
 

5．2．2 内容 
55．．22．．22．．11  調調査査対対象象物物  

本条に基づくリスクアセスメントの対象

は、「第 57 条第 1 項の政令で定める物及び

通知対象物」である。これは、具体的には、

表示対象物及び通知対象物である物質を意

味する（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2
号。以下本項目の記述についても同じ通達

を参照）。 
これらの物質以外の物や表示対象物の裾

切り値未満の物又は通知対象物の裾切り値

未満の物については、同項に規定するリス

クアセスメントの義務の対象とはならない。

しかし、これらの物は、法第 28 条の 2 第 1
項のリスクアセスメントの努力義務の対象
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となるものであるため、これらの物に係る

リスクアセスメントについても引き続き実

施するよう努める必要がある。 
主として一般消費者の生活の用に供され

る製品については、法第 57 条第１項の表示

義務及び法第 57 条の 2 第 1 項の文書交付

義務の対象から除かれていることから、法

第 57 条の 3 第 1 項に基づくリスクアセス

メントの対象からも除くこととされた。な

お、安衛則第 34 条の 2 の 7 第 1 項に規定

される「主として一般消費者の生活の用に

供される製品」には、法第 57 条第 1 項但書

及び法第 57 条の 2 第 1 項但書と同様のも

のが含まれる。 
 

55．．22．．22．．22  調調査査のの実実施施時時期期  
本条に基づくリスクアセスメントは、「厚

生労働省令で定めるところにより」行われ

る必要がある。これを受けて安衛則第 34 条

の 2 の 7 が規定されている。 
まず、リスクアセスメントは、以下に掲げ

る時期に行うものとされる（安衛則第 34 条

の 2 の 7 第 1 項）。 
 
一 安衛令第 18 条各号に掲げる物（表

示対象物）及び法第 57 条の 2 第 1 項に

規定する通知対象物（以下「調査対象物」

という。）を原材料等として新規に採用

し、又は変更するとき。 
二 調査対象物を製造し、又は取り扱

う業務に係る作業の方法又は手順を新規

に採用し、又は変更するとき。 
三 前 2 号に掲げるもののほか、調査

対象物による危険性又は有害性等につい

て変化が生じ、又は生ずるおそれがある

とき。 

 
従来から取り扱っている物質を、作業手

順や使用する設備機器等を変更することな

く、従来どおりの方法で取り扱う作業につ

いては、施行時点において本条第 1 項に規

定するリスクアセスメントの義務の対象と

はならない。しかし、過去にリスクアセスメ

ントを行ったことがない場合等には、事業

主は計画的にリスクアセスメントを行うこ

とが望ましい（平成 27年 8月 3日基発 0803
第 2 号）。職場環境が随時変化することをふ

まえれば、定期的にリスクアセスメントを

実施することが望ましいといえる。 
 

55．．22．．22．．33  調調査査のの実実施施方方法法  
本条第 1 項のリスクアセスメントは、調

査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごと

に、次に掲げるいずれかの方法により、又は

これらの方法の併用により行わなければな

らない。ただし、リスクアセスメントのうち

危険性に係るものについては、第 1 号又は

第 3 号（第 1 号に係る部分に限る。）に掲げ

る方法に限られる（安衛則第 34 条の 2 の 7
第 2 項）。 

 
一 当該調査対象物が当該業務に従事

する労働者に危険を及ぼし、又は当該調

査対象物により当該労働者の健康障害を

生ずるおそれの程度及び当該危険又は健

康障害の程度を考慮する方法 
二 当該業務に従事する労働者が当該

調査対象物にさらされる程度及び当該調

査対象物の有害性の程度を考慮する方法 
三 前二号に掲げる方法に準ずる方法 

 
第 1 号の方法は、危険性又は有害性に応

－ 610 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

53 
 

じて負傷又は疾病の生じる可能性の度合い

と重篤度を見積もるもの、第 2 号の方法は、

有害性に着目して実際の曝露量又は推定値

と暴露限界とを比較してリスクを見積もる

もの、第 3 号は、リスクアセスメントの対

象物質に特別規則によりすでに個別の措置

が義務付けられている物質が含まれている

ことを考慮し、特別規則の規定の履行状況

を確認することなどをもってリスクアセス

メントを実施したこととするものである

（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
本条に基づくリスクアセスメントは、条

文上は「危険性又は有害性等の調査」とされ

ているが、危険性又は有害性のいずれかに

ついてのみリスクアセスメントを行うとい

う趣旨ではなく、調査対象物の有する危険

性又は有害性のクラス及び区分（日本工業

規格 Z7253（GHS に基づく化学品の危険有

害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の

表示及び安全データシート（SDS)（以下

「JISZ7253」という。）の附属書 A（A．4 
を除く。）の定めにより危険有害性クラス

（引火性液体のような物理化学的危険性及

び発がん性、急性毒性のような健康有害性

の種類をいう。）、危険有害性区分（危険有害

性の強度）をいう。）に応じて、必要なリス

クアセスメントを行うべきものであり、調

査対象物によっては危険性と有害性の両方

についてリスクアセスメントが必要な場合

もあり得る（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803
第 2 号）。 

 また、例えば、当該作業工程が密閉化、

自動化等されていることにより、労働者が

調査対象物にばく露するおそれがない場合

であっても、調査対象物が存在する以上は、

リスクアセスメントを行う必要がある。そ

の場合には、当該作業工程が、密閉化、自動

化等されていることにより労働者が調査対

象物にばく露するおそれがないことを確認

すること自体が、リスクアセスメントに該

当する（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2
号）。 
 

55．．22．．22．．44  調調査査結結果果のの周周知知  
 事業者は、調査を行つたときは、次に掲げ

る事項を、調査対象物を製造し、又は取り扱

う業務に従事する労働者に周知させなけれ

ばならない（安衛則第 34 条の 2 の 8 第 1
項）。 
 
一 当該調査対象物の名称 
二 当該業務の内容 
三 当該調査の結果 
四 当該調査の結果に基づき事業者が講

ずる労働者の危険又は健康障害を防止す

るため必要な措置の内容 
 
 また、この周知は、次に掲げるいずれかの

方法により行うものとする（安衛則第 34 条

の 2 の 8 第 2 項）。 
 
一 当該調査対象物を製造し、又は取り

扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示

し、又は備え付けること。 
二 書面を、当該調査対象物を製造し、

又は取り扱う業務に従事する労働者に交

付すること。 
三 磁気テープ、磁気ディスクその他こ

れらに準ずる物に記録し、かつ、当該調

査対象物を製造し、又は取り扱う各作業

場に、当該調査対象物を製造し、又は取

り扱う業務に従事する労働者が当該記録
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の内容を常時確認できる機器を設置する

こと。 
 

55．．22．．22．．55  指指針針のの策策定定  
 リスクアセスメントの具体的な実施方法

については、本条第 3 項に基づいて策定さ

れた「化学物質等による危険性又は有害性

等の調査等に関する指針」（平成 27 年 9 月

18 日基発 0918 公示第 3 号）に規定されて

いる。この指針は、同名の旧指針（平成 18
年 3 月 30 日公示第 2 号。平成 28 年 6 月 1
日廃止）が対象としていた全ての化学物質

について準用される。 
 
5．3 関連規定 

5．3．1 法条 
安衛則 34 条の 2 の 7（調査対象物の危険

性又は有害性等の調査の実施時期等）、安衛

則 34 条の 2 の 8（調査の結果等の周知）、

安衛則 34 条の 2 の 9（指針の公表）、「「化

学物質等による危険性又は有害性等の調査

等に関する指針」（平成 27 年 9 月 18 日基

発 0918 公示第 3 号）。 
 
5．4 沿革 

4．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）により本条が追加さ

れた。本条の改正に関連して、参

議院厚生労働委員会において、政

府は「リスクアセスメントの義務

化については、化学物質のリスク

に対する事業者の認識を高めるよ

う制度の周知を図るとともに、事

業者の取組状況を把握し、適宜、

化学物質管理対策に活かすこと」

との附帯決議がなされている。 
 

4．4．2 背景になった災害等 
本条の追加にあたっては、事業場で使用

される化学物質の数が年々増加する中、そ

の危険性又は有害性の調査等、事業者の化

学物質管理が適切に行われていないことを

原因とする労働災害が依然として多く発生

しているとの問題認識があった 56。 
中でも本条を整備する直接的な契機とな

ったのが印刷事業場において洗浄作業等に

従事する労働者が集団で胆管がんを発症し

た事案であった。この事案は、大阪労働局管

内での印刷事業場で勤務する労働者等から、

2012 年（平成 24 年）3 月 30 日以降、私用

した有機溶剤等の化学物質が原因で胆管が

んを発症したとして労災請求がなされたも

のであり、2012 年（平成 24 年）12 月末日

時点で胆管がんを発症した者は 16 名、うち

7 名が死亡したというものである。 
業務上疾病である「がん」については、労

基法施行規則別表第 1 の 2 第 7 号及び同表

第 10 号に基づく告示に列挙されているが、

胆管がんはこれらの列挙疾病には当時は掲

げられておらず、過去にも胆管がんを業務

上疾病として認定した事例がなかったため、

労働者が従事した業務と胆管がん発症との

間の因果関係は明らかになっていなかった。

そこで、「印刷事業場で発生した胆管がんの

業務上外に関する検討会」（座長：産業医学

振興財団 理事長 櫻井治彦）が同年に立

ち上げられ、翌年 2013 年（平成 25 年）に

提出された「『印刷事業場で発生した胆管が

んの業務上外に関する検討会』報告書 化

学物質ばく露と胆管がん発症との因果関係
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について～大阪の印刷事業場の症例からの

検討～」において、胆管がんは、ジクロロメ

タン又は 1,2-ジクロロプロパンに長期間、

高濃度ばく露することにより発症し得ると

医学的に推定でき、本件事業場で発生した

胆管がんは、1,2-ジクロロプロパンに長期間、

高濃度ばく露したことが原因で発症した蓋

然性が極めて高いことが報告された。 
当時既に、特別規則（有機溶剤中毒予防規

則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防

規則、特定化学物質障害予防規則及び石綿

障害予防規則）による個別的規制が講じら

れ、この特別規則の対象となる化学物質に

ついて法第 57 条に基づく危険性・有害性等

を記載したラベル表示が譲渡者または提供

者に義務付けられていたうえ、法第 28 条の

2 に基づき、全ての化学物質について新た

に採用する場合などにリスクアセスメント

を実施することが事業者の努力義務とされ

ていた。しかし、本事案において胆管がんの

発症要因となった 1,2-ジクロロプロパンは、

特別規則の規制対象となっておらず、本事

案の事業場において、この化学物質を採用

した際にリスクアセスメントが適切に実施

されていなかった。 
そこで労政審から 2013 年（平成 15 年）

12 月に「今後の労働安全衛生対策について」 
が建議され、「人に対する一定の危険性・有

害性が明らかになっている化学物質につい

ては、起こりうる労働災害を未然に防ぐた

めに、事業者及び労働者がその危険性や有

害性を認識し、事業者がリスクに基づく必

要な措置を検討・実施するような仕組みを

設ける必要」が指摘された。この対策の方向

性として、「日本産業衛生学会等が許容濃度

等を勧告するなど人に対する一定の危険

性・有害性が明らかになっている化学物質

（例えば、労働安全衛生法第 57 条の 2 に基 
づき安全データシート(SDS) の交付が譲渡

者又は提供者に義務づけられている化学物

質）を事業者が新規に採用する場合等にお

いて、事業者にリスクアセスメントを実施

させることが適当である」とされ、本条の成

立に至った。 
 
5．5 運用 

5．5．1 適用の実際 
55．．55．．11．．11  化化学学物物質質等等にによよるる危危
険険性性又又はは有有害害性性等等のの調調査査等等にに関関すす
るる指指針針  

リスクアセスメントの実施方針は、「化学

物質等による危険性又は有害性等の調査等

に関する指針」（平成 27 年 9 月 18 日基発

0918 公示第 3 号）に規定されている。この

指針は、リスクアセスメントからリスク低

減措置の実施までの一連の措置の基本的な

考え方及び具体的な手順の例を示すととも

に、これらの措置の実施上の留意事項を定

めたものであり、「労働安全衛生マネジメン

トシステムに関する指針」（平成 11 年労働

省告示第 53 号）に定める危険性又は有害性

等の調査及び実施事項の特定の具体的実施

事項としても位置付けられるものでもある。 
 

55．．55．．11．．22  リリススククアアセセススメメンントト
実実施施支支援援ツツーールル  

リスクアセスメント支援のためのツール

が厚生労働省ほかの機関によって作成され、

活用されている。具体的には、ILO（国際労

働機関）が中小企業向けに作成した作業者

の安全管理のための簡易リスクアセスメン

トツールを日本で簡易的に利用できるよう
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に厚生労働省が Web システムとして改良、

開発した「厚生労働省版コントロール・バン

ディング」、主に中小規模事業者など、リス

クアセスメントを十分に実施することが難

しい事業者を対象に、専門性よりも分かり

やすさや簡潔さを優先させ、チェックリス

ト、危険やその対策を記載した「作業別モデ

ル対策シート」等がある。その他の支援ツー

ルに関する情報が「職場のあんぜんサイト」

（化学物質のリスクアセスメント実施支援）

57に整理されている。 
事業主は、本条のほか、本法 28 条の 2 に

基づいてリスクアセスメントの実施を求め

られている。 
 

55．．55．．11．．33  リリススククアアセセススメメンントト
実実施施のの実実効効性性確確保保  

法第 28 条の 2 も含めたリスクアセスメ

ントの実施は、全体としてみれば徐々に現

場に浸透している。建設現場などでは、毎朝

下請け業者にリスクアセスメント（法第 28
条の 2）を実施させ、これの結果を提出しな

いと作業に取りかかることを認めないなど

の例を見ることができる。法第 60 条に基づ

く職長教育のカリキュラムにはリスクアセ

スメントが含まれる（安衛則第40条第2項）

ほか、5 年ごとに能力向上教育も実施する

よう厚労省から指導がなされ、そこで再教

育が行われている。実施されたリスクアセ

スメントの内容を現場に掲示するなどの取

組も行われている。 
もっとも本項で扱っている法第 57条の 3

に基づく化学物質に関するリスクアセスメ

ントは、実施が義務付けられる場面は限定

されるため日常的に意識に上るものとはい

えず、機械設備などと比べると化学物質の

有害性や危険性は可視化されにくいうえ、

限られた職長教育時間の中でこれの教育に

割かれる時間は必ずしも長くない。 
 

◆◆55．．55．．11．．44  リリススククアアセセススメメンン
トト未未実実施施にによよるるトトララブブルルのの具具体体例例  

 「職場における化学物質等の管理のあり

方に関する検討会」では、ラベル表示・SDS
交付対象物質のリスクアセスメントが未実

施であること等による災害事例として次の

ような事例が紹介されている。 
・1-ブロモプロパンを含む溶剤で治具や製

品の洗浄作業をしていたところ、体調不良

を訴え、急性薬物中毒と診断されたもの。少

量生産部門であったため、防毒マスクの着

用や局所排気装置の設置、リスクアセスメ

ントが実施されていなかった（平成 29 年 5
月発生、休業 14 日（1 名））。 
・飼料の燻蒸作業を行ったところ発生した

リン化水素によって気分が悪くなったもの。

リスクアセスメントは実施されていなかっ

た。また、作業員は防毒マスクをしておら

ず、換気も不十分であった（平成 29 年 8 月

発生、休業 10 日（1 名））。 
・住宅新築工事現場において、床断熱材の

隙間を埋めるため、ポリメチレンポリフェ

ニルポリイソシアネート、メチレンビス（ 4, 
1－フェニレン）＝ジイソシアネートを含有

する断熱材をスプレーにて吹き付ける作業

を行っていたところ、中毒を起こしたもの。

リスクアセスメントは未実施であり、特段

のばく露防止対策は講じていなかった（平

成 30 年 8 月発生、休業 1 日（1 名））。 
 なお、リスクアセスメント後の措置が不

十分であること等による災害事例として、

次のような例が紹介されている。 
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・鋳物製造工程において､中子を作る際に

中子から木型が剥がれやすくするため､ノ

ルマルヘプタンを主成分とする薬剤を木型

の内部に入って塗布する作業を行っていた

ところ､急性中毒･意識消失となったもの。

本作業について､リスクアセスメントは実

施していたが､有機溶剤中毒予防規則等の

特別規則の対象外であるとして､特段のば

く露防止対策を実施していなかった（平成

29 年 11 月発生、休業 1 日（1 名））｡ 
 

5．5．2 関連判例 
 なし。 
 
5．6 その他 

5．6．1 罰則 
 なし。 
 

5．6．2 民事上の効力 
 未了。 
 

5．6．3 資料 
 なし。 
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6．第 57 条の 4（化学物質の有害性の

調査） 

6．1 条文 
第五十七条の四 化学物質による労働者

の健康障害を防止するため、既存の化学

物質として政令で定める化学物質（第三

項の規定によりその名称が公表された化

学物質を含む。）以外の化学物質（以下こ

の条において「新規化学物質」という。）

を製造し、又は輸入しようとする事業者

は、あらかじめ、厚生労働省令で定める

ところにより、厚生労働大臣の定める基

準に従つて有害性の調査（当該新規化学

物質が労働者の健康に与える影響につい

ての調査をいう。以下この条において同

じ。）を行い、当該新規化学物質の名称、

有害性の調査の結果その他の事項を厚生

労働大臣に届け出なければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当すると

きその他政令で定める場合は、この限り

でない。 
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該新規化

学物質について予定されている製造又は

取扱いの方法等からみて労働者が当該新

規化学物質にさらされるおそれがない旨

の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、既に得られ

ている知見等に基づき厚生労働省令で定

める有害性がない旨の厚生労働大臣の確

認を受けたとき。 
三 当該新規化学物質を試験研究のため

製造し、又は輸入しようとするとき。 

四 当該新規化学物質が主として一般消

費者の生活の用に供される製品（当該新

規化学物質を含有する製品を含む。）とし

て輸入される場合で、厚生労働省令で定

めるとき。 
２ 有害性の調査を行つた事業者は、そ

の結果に基づいて、当該新規化学物質に

よる労働者の健康障害を防止するため必

要な措置を速やかに講じなければならな

い。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る届出があつた場合（同項第二号の規定

による確認をした場合を含む。）には、厚

生労働省令で定めるところにより、当該

新規化学物質の名称を公表するものとす

る。 
４ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る届出があつた場合には、厚生労働省令

で定めるところにより、有害性の調査の

結果について学識経験者の意見を聴き、

当該届出に係る化学物質による労働者の

健康障害を防止するため必要があると認

めるときは、届出をした事業者に対し、

施設又は設備の設置又は整備、保護具の

備付けその他の措置を講ずべきことを勧

告することができる。 
５ 前項の規定により有害性の調査の結

果について意見を求められた学識経験者

は、当該有害性の調査の結果に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。ただ

し、労働者の健康障害を防止するためや

むを得ないときは、この限りでない。 
 
6．2 趣旨と内容 

6．2．1 趣旨 
 化学物質は日々新たに作り出されるため、
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機動的に法令を改正することによってその

危険性･有害性に対応する必要があるが、実

際に法令が改正されるまでには一定の時間

を必要とせざるを得ない。そのため本条は、

健康障害の中でも特に重大な結果をもたら

す「がん」に着目し、新規化学物質を製造・

輸入しようとする者は、がん原性試験のス

クリーニング（ふるいわけ）テストとしての

意味を持つ変異原性試験、又は化学物質の

がん原性に関し変異原性試験と同等以上の

知見を得ることができる試験を行い（昭和

54 年 3 月 23 日基発第 132 号）、その結果

を厚生労働大臣に届け出ることとしたもの

である 58。これにより、化学物質が職場に

導入される以前に、一定の範囲に限られる

もののその有害性を発見し、その有害性に

対応した措置を予め講じることを可能にす

ることで、より早期の対応を可能にするこ

とが目指されている。 
 

6．2．2 内容 
66．．22．．22．．11  新新規規化化学学物物質質  

 本条第 1 項が有害性の調査を必要とする

新規化学物質は、以下に記載する化学物質

（安衛令第 18 条の 3）と本条第 3 項の規定

によりその名称が公表された化学物質以外

の化学物質である。本条の化学物質には、製

造中間体(製品の製造工程中において生成

し、同一事業場内で他の化学物質に変化す

る化学物質をいう。以下同じ。)副生物、廃

棄物も含まれる。これは、製造中間体等であ

つても、労働者が当該製造中間体等にさら

されるおそれがあるからである（昭和 54 年

3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

一 元素 

二 天然に産出される化学物質 
三 放射性物質 
四 昭和五十四年二月二十八日までに

製造され、又は輸入された化学物質（附

則第九条の二）で、厚生労働大臣がそ

の名称等を公表した化学物質 
 
「元素」（第 1 号）は、一種類の原子（同

位体の区別は問わない。)からなる物質のす

べての状態(励起状態、ラジカル等を含む。)
をいい、単体を含む（昭和 53 年 2 月 10 日

基発第 77 号）。 
「天然に産出される化学物質」（第 2 号）

は、鉱石、原油、天然ガスその他天然に存在

するそのままの状態を有する化学物質及び

米、麦、牛肉その他動植物から得られる一次

産品又はこの一次産品を利用して発酵等の

方法により製造される化学物質であって分

離精製が行われていないものを意味する

（昭和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
「放射性物質」（第 3 号）は、電離放射線

障害防止規則(昭和四七年九月三〇日労働

省令第四一号)第二条第二項の放射性物質

を意味する（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
次のイからホまでに掲げる化学物質のよ

うに二以上の化学物質が集合し単一の化学

構造を有する化学物質を形成しているとみ

なされる場合であって、その集合した個々

の化学物質がすべて既存の化学物質である

ときには、当該単一の化学構造を有する化

学物質は、既存の化学物質とみなされる（昭

和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 
イ 分子間化合物(水化物を含む。) 
ロ 包接化合物 
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ハ 有機酸又は有機塩基の塩(金属塩

を除く。) 
ニ オニウム塩(正、負両イオンが既存

の化学物質から生成されるものである場

合に限る。) 
ホ 複塩 
 
ブロック重合物（二種類以上のモノマー

を用いて行う重合により生じた物）及びグ

ラフト重合物（ある高分子鎖に別の高分子

鎖を結合することにより生じた物）であっ

てその構成単位となる重合物がすべて既存

の化学物質である場合は、当該ブロック重

合物及びグラフト重合物は、既存の化学物

質とみなされる（昭和 54 年 3 月 23 日基発

第 132 号）。また、既存の化学物質である単

量体(モノマー)等から構成される高分子化

合物であって、数平均分子量が 2，000 以上

のものは、次のいずれかに該当するものを

除き、既存の化学物質として取り扱う（昭和

61 年 8 月 27 日基発第 504 号）。 
 
(1)  正電荷を有する高分子化合物 
(2)  総重量中の炭素の重量の比率が

32 パーセント未満の高分子化合物 
(3)  硫黄、ケイ素、酸素、水素、炭素

又は窒素以外の元素が共有結合している

高分子化合物 
(4)  アルミニウム、カリウム、カル

シウム、ナトリウム又はマグネシウム以

外の金属イオン (錯体金属イオンを含

む。)がイオン結合している高分子化合物 
(5)  生物体から抽出し、分離した高

分子化合物及び当該高分子化合物から化

学反応により生成される高分子化合物並

びにこれらの高分子化合物と類似した化

学構造を有する高分子化合物 
(6)  ハロゲン基又はシアノ基を有す

る化合物から生成される高分子化合物 
(7)  反応性官能基を有する高分子化

合物であって、当該高分子化合物の数平

均分子量を当該数平均分子量に対応する

分子構造における反応性官能基の数で除

した値が 10,000 以下のもの 
(8)  常温、常圧で分解又は解重合す

るおそれのある高分子化合物 
 

66．．22．．22．．22  調調査査実実施施義義務務者者  
 新規化学物質の有害性の調査を実施する

義務を負うのは、新規化学物質を製造し、又

は輸入しようとする者である。この「輸入」

については、①新規化学物質を密封した部

品が含まれる機械等を輸入しようとする場

合であって、本邦の地域内において当該新

規化学物質が密封された状態のまま、当該

機械等が使用される予定であるときは、当

該機械等に密封された新規化学物質の輸入

は、第一項の輸入には該当しない、②新規化

学物質をサンプル(輸入貿易管理令(昭和二

四年政令第四一四号)の別表第一第三号の

無償の商品見本又は宣伝用物品であって、

通商産業大臣が告示で定めるものをいう。)
として輸入しようとする場合は第一項の輸

入として取り扱わないものとされている

（昭和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
新規化学物質を使用又は販売しようとす

る事業者が、新規化学物質の輸入に係る事

務を他の事業者に委託した場合には、その

委託を行った事業者が本条第 1 項の「輸入

しようとする事業者」に該当する。また、新

規化学物質の輸入に伴う輸送の業務のみを

行う事業者は、第 1 項の「輸入しようとす
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る事業者」に該当しない（昭和 54 年 3 月

23 日基発第 132 号）。 
 

66．．22．．22．．33  調調査査のの内内容容・・実実施施施施
設設・・試試験験のの基基準準  

新規化学物質の有害性の調査は、変異原

性試験、化学物質のがん原性に関し変異原

性試験と同等以上の知見を得ることができ

る試験又はがん原性試験のうちいずれかの

試験を用いて行うこととされている（安衛

則第 34条の 3第 1項第 1号）。この調査は、

原則として微生物を用いる変異原性試験に

よって行われる（昭和 54 年 3 月 23 日基発

第 133 号）。 
この試験は、組織、設備等に関し有害性の

調査を適正に行うため必要な技術的基礎を

有すると認められる試験施設等において行

うこととされる（安衛則第 34 条の 3 第 1 項

第 2 号）。この試験施設等が具備すべき組織、

設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定

める（同条第 2 項）。この点について、「労

働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規

定に基づき試験施設等が具備すべき基準」

（昭和 63 年 9 月 1 日労告第 76 号）が整備

されている。 
試験を実施する基準については、「労働安

全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基

づき厚生労働大臣の定める基準」（昭和 63
年 9 月 1 日労告 77 号）が整備されている。 
 

66．．22．．22．．44  調調査査のの届届出出  
 新規化学物質の有害性の調査を実施した

事業者は、当該新規化学物質の名称、有害性

の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣

に届け出なければならない。この届出は、新

規化学物質製造（輸入）届書（様式第 4 号

の 3）を用いて、次の書面を添付して行われ

なければならない（安衛則第 34 条の 4）。 
 
・新規化学物質について行った有害性の

調査の結果を示す書面 
・当該有害性の調査が安衛則第 34 条の 3
条第 2 項の厚生労働大臣が定める基準

（GLP）を具備している試験施設等にお

いて行われたことを証する書面 
・当該新規化学物質について予定されて

いる製造又は取扱いの方法を記載した書

面 
 
この調査の届出を行った事業者は、第 3

項の規定に基づく名称の公表前であっても、

当該新規化学物質を製造し、又は輸入する

ことができる（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
上記のように本条の届出は、厚生労働大

臣に宛てになされ、本省の担当課で直接審

査する仕組みが採用されている。この仕組

みは、内容の専門性に加えて新規開発の化

学物質の構造式、物性等のノウハウの保全

という観点で産業界側からの強い要望があ

ったことを受けて導入されたものである 59。 
 

66．．22．．22．．55  調調査査をを必必要要ととししなないい
場場合合  

新規化学物質を製造し、又は輸入しよう

とする事業者であっても、例外的に新規化

学物質の有害性の調査を必要としない場合

として、本条 1 項但書は次のような 4 つの

ケース（第 1 号～第 4 号）を規定する。 
 
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該新規化
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学物質について予定されている製造又は

取扱いの方法等からみて労働者が当該新

規化学物質にさらされるおそれがない旨

の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、既に得られ

ている知見等に基づき厚生労働省令で定

める有害性がない旨の厚生労働大臣の確

認を受けたとき。 
三 当該新規化学物質を試験研究のため

製造し、又は輸入しようとするとき。 
四 当該新規化学物質が主として一般消

費者の生活の用に供される製品（当該新

規化学物質を含有する製品を含む。）とし

て輸入される場合で、厚生労働省令で定

めるとき。 
 
第 1 号の「新規化学物質にさらされるお

それがない」とは、当該新規物質が製造中間

体等であって、その製造又は取扱いを行う

場合において、次のイからハまでの条件を

すべて満たすときを意味する（昭和 54 年 3
月 23 日基発第 132 号）。 

 
イ 新規化学物質を製造し、又は取り

扱う作業(定常作業(サンプリング作業等

の断続的な作業を含む。)のほか、製造又

は取扱い設備等の清掃、改修等の非定常

作業が含まれること。)において、労働者

が当該化学物質を開放して取り扱うこと

がないこと。 
ロ 新規化学物質を製造し、又は取扱

う設備等は、原料等の供給口、生成物等

の取り出し口、フランジの部分等から当

該新規化学物質が漏れないように十分な

気密性を持った密閉式の構造のものであ

ること。 
ハ 設備等の気密性の低下による当該新

規化学物質の漏えいを防止する措置が講

じられているものであること。 
 
第 2 号の「既に得られている知見」は、

新規化学物質の有害性の調査に関して学会

誌等に公表されている報告であって信頼で

きる調査結果のほか、未公開であっても信

頼できる調査結果を意味する（昭和 54 年 3
月 23 日基発第 132 号）。「厚生労働省令で

定める有害性」は、がん原性を意味する（安

衛則第 34 条の 9）。 
第 3 号の「試験研究のため製造し、又は

輸入しようとするとき」は、新規化学物質の

開発研究等を行う場合であって次のイから

ハまでに掲げる基準のすべてに適合してい

るとき、又は当該新規化学物質の全量を試

薬として製造し、若しくは輸入しようとす

るときを意味する。 
 
イ 実験室的な規模で行われること。 
ロ 新規化学物質にさらされるおそれ

のある作業に従事する者が、当該試験研

究の担当者に限られること。 
ハ 新規化学物質が当該試験研究を行う

場所以外の場所に持ち出されることのな

いものであること。 
 
第 4 号の「その他政令で定める場合」と

して、安衛令第 18 条の 4 において、一の事

業場における一年間の製造量又は輸入量

（当該新規化学物質を製造し、及び輸入し

ようとする事業者にあっては、これらを合

計した量）が百キログラム以下である旨の

厚生労働大臣の確認を受けた場合が規定さ
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れている。 
 

66．．22．．22．．66  厚厚生生労労働働大大臣臣にによよるる
新新規規化化学学物物質質のの名名称称のの公公表表  

本条第 3 項は、厚生労働大臣は、第 1 項

の規定による届出があった場合（同項第 2
号の規定による確認をした場合を含む。）に

は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該新規化学物質の名称を公表するものとす

る。この公表は、本条第 1 項の規定による

届出の受理又は同項第 2 号の確認をした後

1 年以内に（当該新規化学物質に関して特

許法第 36 条第 1 項の規定による特許出願

がなされている場合には、同法第 64 条第 1
項の規定による出願公開又は同法第 66 条

第 3 項の規定による特許公報への掲載がな

された後速やかに）、3 月以内ごとに 1 回、

定期に、官報に掲載することにより行われ

る（安衛則第 34 条の 14）。 
ここで名称を公表された新規化学物質は、

既存の化学物質になり、事後、この化学物質

を製造し、又は輸入する事業者は、有害性調

査の実施義務を負わないことになる。 
なお、新規化学物質の命名は IUPAC 命

名 法 （ 国 際 純 正 及 び 応 用 化 学 連 合

（International Union of Pure and Applied 
Chemistry）が制定した命名法）に基づいて

行われている。過去には、IUPAC 命名法 に
おいて同一構造について複数の名称の付け

方が存在する場合があることや、IUPAC 命

名法で命名した名称を日本語表記にする方

法が複数あることによって本法と化審法と

の間に命名法の一部差異があったが、「労働

安全衛生法」及び「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律」に基づく新規化学

物質の名称の公示における命名法の共通化 

について」（平成 24 年 12 月 28 日、厚生労

働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

化学物質評価室、厚生労働省医薬食品局審

査管理課化学物質安全対策、室経済産業省

製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、

環境省総合環境政策局環境保健部企画課化

学物質審査室）によって今日では両者の命

名法は統一されている。IUPAC は、度々新

たな命名規則を勧告している。現在、2013
年 の 勧 告 （ Nomenclature of Organic 
Chemistry, IUPAC Recommendations and 
Preferred Names 2013）を基礎とした命名

法が用いられている（「「労働安全衛生法」及

び「化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律」に基づく新規化学物質の名称の

公示における命名法の変更について」（平成

29 年 7 月 11 日、厚生労働省労働基準局安

全衛生部化学物質対策課化学物質評価室、

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管

理課化学物質安全対策室、経済産業省製造

産業局化学物質管理課化学物質安全室、環

境省総合環境政策局環境保健部環境保健企

画管理課化学物質審査室）。 
 

66．．22．．22．．77  調調査査のの事事後後措措置置  
本条第 2 項は、有害性の調査を行った事

業者に対し、その結果に基づいて、当該新規

化学物質による労働者の健康障害を防止す

るため必要な措置を速やかに講じることを

義務付ける。 
また、本条第 4 項に基づき、厚生労働大

臣も、第 1 項の規定による届出があつた場

合には、厚生労働省令で定めるところによ

り、有害性の調査の結果について学識経験

者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質

による労働者の健康障害を防止するため必
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要があると認めるときは、届出をした事業

者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保

護具の備付けその他の措置を講ずべきこと

を勧告することができる。この勧告の内容

としては、施設・設備の設置又は整備、保護

具の備え付け等の措置が予定されている 60。

厚生労働大臣は、この意見聴取の内容を、本

条第 3 項の規定による当該新規化学物質の

名称の公表後 1 年以内に、労働政策審議会

に報告するものとする（安衛則 34条の 17）。 
有害性の調査の結果について意見を求め

られた学識経験者は、労働者の健康障害を

防止するためやむを得ない場合を除き、当

該有害性の調査の結果に関して知り得た秘

密を漏らすことを禁止されている（本条第

5 項）。これは、知り得た秘密の中には企業

のノウハウにかかわるものもあり、これが

学識経験者から外部に漏れることとなると、

有害性の有無を的確に評価するのに必要な

資料を事業者から提出させることが不可能

となり、この制度を維持することが困難と

なるためである 61。 
なお、勧告した事業者に雇用される労働

者以外の労働者で、同じ化学物質を取り扱

うものに対する予防措置として、厚生労働

大臣は、労働者の健康障害を防止するため

の指針を公表している（法第28条第3項）。

これは、勧告同様の効果を期待したもので

ある 62。 
本条に基づいて届け出られた化学物質の

うち、強い変異原性が認められた化学物質

は、既存の化学物質の中で国による試験等

において強い変異原性が認められた化学物

質とあわせて、「強い変異原性が認められた

化学物質による健康障害を防止するための

指針（平成 5 年 5 月 17 日付け基発第 312

号）」に沿って、ばく露を低減する措置、作

業環境の測定、労働衛生教育、危険有害性等

を表示するラベルの貼付・SDS の交付、変

異原化学物質等の製造等に従事する労働者

に関する記録の保存等の措置を講ずること

とされている。 
 
6．3 関連規定 

6．3．1 法条 
○安衛令第 18 条の 3（法第 57 条の 4 第 1
項の政令で定める化学物質）、附則 9 の 2、
安衛令第 18 条の 4（法第 57 条の 4 第 1 項

ただし書の政令で定める場合） 
 
○安衛則第 34 条の 3（有害性の調査）、安

衛則第 34 条の 4（新規化学物質の名称、有

害性の調査の結果等の届出）、安衛則第 34
条の 5～第 34 条の 7（労働者が新規化学物

質にさらされるおそれがない旨の厚生労働

大臣の確認の申請等）、安衛則第 34 条の 8
（新規化学物質の有害性がない旨の厚生労

働大臣の確認の申請）、安衛則第 34 条の 9
（法第 57 条の 4 第 1 項第 2 号の厚生労働

省令で定める有害性）、安衛則第 34条の 10，
第 34 条の 11（少量新規化学物質の製造又

は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請

等）、安衛則第 34 条の 12（通知）、安衛則

第 34 条の 13（法第 57 条の 4 第 1 項第 4 号

の厚生労働省令で定めるとき）、安衛則第

34 条の 14（新規化学物質の名称の公表）、

安衛則第 34 条の 15（学識経験者からの意

見聴取）、安衛則第 34 条の 16（変異原性試

験等結果検討委員候補者名簿）、第 34 条の

17（労働政策審議会への報告） 
 
○「労働安全衛生法第五十七条の四第一項

－ 622 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

65 
 

の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」

（昭和 63 年 9 月 1 日労告 77 号） 
 
○「労働安全衛生規則第三十四条の三第二

項の規定に基づき試験施設等が具備すべき

基準」（昭和 63 年 9 月 1 日労告第 76 号） 
 法第 57 条の 4 第 1 項の規定による有害

性の調査のうち、変異原性試験又はがん原

性試験が行われる試験施設等について適用

される基準（第 1 条第 1 項）。 
 
○「労働安全衛生法第五十七条の四第一項

の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」

（昭和 63 年 9 月 1 日労告第 77 号） 
 法 57 条の 4 第 1 項の規定による有害性

の調査のうち、変異原性試験（微生物を用い

るものに限る）による調査について適用さ

れる基準（第 1 条第 1 項）。 
 
○化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律（昭和 48 年 10 月 16 日法律第 117
号） 
 本法は、人の健康を損なうおそれ又は動

植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすお

それがある化学物質による環境の汚染を防

止するため、新規の化学物質の製造又は輸

入に際し事前にその化学物質の性状に関し

て審査する制度を設けるとともに、その有

する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、

使用等について必要な規制を行うことを目

的とする法律（化審法第 1 条）である。 
 
6．4 沿革 

6．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52

年 7 月 1 日法律第 76 号）に基づ

いて、本法に新規に追加された（本

法第 57 条の 2）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律案」（昭和 63 年 5 月 17
日法律第 37 号）に基づいて、本条

が定める化学物質の有害性の調査

については、一定の技術的な基礎

を有すると認められる機関におい

て、労働大臣の定める基準に従っ

て行わなければならないものとさ

れた。この改正は、OECD が加盟

各国に OECD テストガイドライ

ン（The OECD Guidelines for the 
Testing of Chemicals）及び OECD
優良試験所基準（Good laboratory 
Practice: GLP）の採用を勧告し、

右優良試験所基準に合致した施設

においてテストガイドラインに従

って得られた化学物質の安全性に

関するデータを各国間で相互に受

容すべきことを決定したことを背

景に行われたものである 63。 
 
○「労働安全衛生法及び作業環境

測定法の一部を改正する法律」（平

成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

に基づいて法第 57 条の 2 が新規

に追加されたことに伴い、本条が

法第 57 条の 3 に繰り下げられた。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）に基づいて法第 57
条の 3 が新規に追加されたことに
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伴い、本条が法第 57 条の 4（現行

法）に繰り下げられた。 
 

6．4．2 背景となった災害等 
○「労働安全衛生法及びじん肺法の一部

を改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1 日法律

第 76 号）に基づく本条制定の背景について

は、本書の第 57 条「背景となった災害等」

参照。 
本条の制定に影響を与えた「化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和

48 年 10 月 16 日法律第 117 号）は、カネミ

油症事件（PCB 事件）を契機として制定さ

れた。1968 年（昭和 43 年）10 月に北九州

市で発生したこの事件は、食用油（米ぬか

油）を生産する過程で熱媒体として利用さ

れていたPCB（ポリ塩素化ビフエニル）が、

製造過程で食用油に混入し、これを食べた

人々に難治性の皮膚障害、脳性麻痺、知的障

害等を発症させた事件である。発症者は

14320 人、死亡者は 50 人以上とされる 64。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正する法

律案」（昭和 63 年 5 月 17 日法律第 37 号）

による改正にあたっては、当時労働災害に

よる死傷者数が長期的には減少していたも

のの、減少幅が鈍化する傾向が見られ、①中

小規模事業場における労働災害の発生が多

いこと、②高年齢労働者の労働災害が多い

こと、③機械等による労働災害が多いこと、

④労働者の健康保持増進への取り組みが重

要な課題となっていた 65。本条の改正は、

このうち主に③の文脈において、「機械等及

び化学物質に関する規制の充実」（「労働安

全衛生法の一部を改正する法律案要綱」（昭

和 63 年 2 月 10 日中央労働基準審議会諮

問））の一環として行われた。 
 
6．5 運用 

6．5．1 適用の実際 
66．．55．．11．．11  有有害害性性調調査査制制度度のの仕仕
組組みみとと流流れれ  

新規化学物質の有害性調査の実際や手続

は、厚生労働省のウェブページにおいて集

約されている 66。以下の記述も同ウェブペ

ージによる。 
新規化学物質の有害性調査制度は、おお

むね【【資資料料 11】】「「新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性調調査査

制制度度のの仕仕組組みみ」」のような仕組みから成り立

っている。 
本法に基づく新規化学物質関連手続きの

方法については、【【資資料料 22】】（（「「新新規規化化学学物物質質

関関連連手手続続ののフフロローーチチャャーートト」」））のようなフォ

ローチャートが示されている。 
新規化学物質の手続については、これを

簡素化する通達が示されている。①労働安

全衛生法に基づく新規化学物質の届出等の

手続の一部変更について（平成 23 年 12 月

28 日基安化発 1228 第 3 号）、②労働安全衛

生法に基づく新規化学物質の手続の簡素化

について（平成 24 年 11 月 12 日基安化発

1112 第 2 号）、③バイオテクノロジー応用

医薬品に係る有害性調査について（令和 2
年 4 月 6 日基安化発 0406 第 3 号）である。

①は、新規化学物質製造・輸入届において従

来、法定の届出書類と別に必要事項を記載

して提出していたカード形式の調査票を廃

止するとともに、少量新規化学物質確認申

請においても一部申請を簡略化したもの、

②は、化審法に基づく新規化学物質の届出

書等の写しを添付することにより、安衛法

の新規化学物質製造・輸入届等の記載事項
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の一部を要しないこと等を内容とする手続

の簡素化に対応するもの、③は、バイオ医薬

品に係る有害性調査においては、バイオ医

薬品安全性評価通知の第２部の「６．がん原

性」によるがん原性評価（以下「バイオ医薬

品がん原性評価」という。）の内容を参考に

することとし、対象のバイオ医薬品のがん

原性に関し変異原性試験と同等以上の知見

を得ることができる試験が実施されている

場合には、当該試験の結果が確認できる書

類を提出することにより、別途変異原性試

験又はがん原性試験を実施せずともよいこ

ととするものである。 
 

66．．55．．11．．22  新新規規化化学学物物質質のの有有害害
性性のの調調査査のの具具体体的的なな方方法法等等にに関関すす
るる QQ&&AA  

新規化学物質の有害性の具体的な方法に

ついて Q&A が作成され、実務の用に供さ

れている（「『新規化学物質の有害性の調査

の具体的な方法等に関する Q&A』について」

（令和2年4月6日基安化発0406第5号）。

詳細については【【資資料料 33】】参照。 
 

66．．55．．11．．33  強強度度のの変変異異原原性性がが認認
めめらられれたた化化学学物物質質へへのの対対応応  

 微生物を用いる変異原性試験、哺ほ乳類

培養細胞を用いる染色体異常試験等の結果

から強度の変異原性が認められた化学物質

（以下「変異原化学物質」という。）又は変

異原化学物質を含有するもの（変異原化学

物質の含有量が重量の１パーセント以下の

ものを除く。）（以下「変異原化学物質等」と

いう。）を製造し、又は取り扱う作業につい

て、当該変異原化学物質への暴露による労

働者の健康障害を未然に防止するため、そ

の製造又は取扱いに関する留意事項につい

て定めた「変異原性が認められた化学物質

による健康障害を防止するための指針」（平

成 5 年 5 月 17 日基発第 312 号の 3 の別添

1）が策定されている。事業者は、この指針

に定める措置を講ずるほか、労働者の健康

障害を防止するための適切な措置を講ずる

よう努めるものとされている。 
 

6．5．2 関連判例 
 特になし。 
 
6．6 その他 

6．6．1 罰則 
新規化学物質を製造し、又は輸入しよう

とする事業者が、本条 1 項の規定に反する

場合には、50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 120 条第 1 号）。 
有害性の調査の結果について意見を求め

られた学識経験者が、本条第 5 項に違反し

て、当該有害性の調査の結果に関して知り

得た秘密を漏らした場合、6 ヶ月以下の懲

役、又は 50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 119 条第 1 号）。 
これらについては両罰規定の適用がある

（法第 122 条）。 
 

6．6．2 民事上の効力 
未了。 
 
  

－ 625 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

68 
 

6．6．3 資料 
【【資資料料 11】】新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性調調査査制制度度のの仕仕組組みみ  

 
《厚労省ウェブページ、新規化学物質の有害性調査制度の概要》 
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【【資資料料 22】】新新規規化化学学物物質質関関連連手手続続ののフフロローーチチャャーートト  

新規化学物質を製造／輸入する計画がある 
 

    

  ↓↓     YES 

基準に定める試験研究のための製造 
／輸入に該当するか？  

 

―――― ―――――――― ┐┐ 

    
｜｜  

↓↓ 
 

  ↓ NO 

製品やサンプルとして輸入する場合で、 
一定の要件に該当するか？ 

 

YES 

――→→ 
届出の必要なし 

 

  ↓ NO 
  YES 

↑↑  

｜｜ 

―――― ―――――――― ┘┘ 
 

安衛法の既存化学物質に該当するか？  
 

  ↓ NO     

労働者が当該物質にさらされないための 
一定の要件を満たしているか？ 

 

YES 

――→→ 

厚生労働大臣 
あて確認申請 

 

  ↓ NO     

海外などで既に有害性がない旨の知見等 
が得られているか？ 

 

YES 

――→→ 

厚生労働大臣 
あて確認申請  

 

  ↓ NO     

予定される年間の製造／輸入量が 100kg 
以下であるか？ 

 

YES 

――→→ 

少量新規化学 
物質確認申請 

 

  ↓ NO     

有害性の調査対象とすることが困難な 
化学物質であるか？ 

 

YES 

――→→ 

個別にご相談 
ください 

 

  ↓↓ 
NO     
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新規化学物質の届出 

 

    

 
 

【【資資料料 33】】新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性のの調調査査のの具具体体的的なな方方法法等等にに関関すするるQQ&&AA（（別別添添））  
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7．第 57 条の 5 

7．1 条文 
第五十七条の五 厚生労働大臣は、化学

物質で、がんその他の重度の健康障害を

労働者に生ずるおそれのあるものについ

て、当該化学物質による労働者の健康障

害を防止するため必要があると認めると

きは、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該化学物質を製造し、輸入し、又は

使用している事業者その他厚生労働省令

で定める事業者に対し、政令で定める有

害性の調査（当該化学物質が労働者の健

康障害に及ぼす影響についての調査をい

う。）を行い、その結果を報告すべきこと

を指示することができる。 
２ 前項の規定による指示は、化学物質

についての有害性の調査に関する技術水

準、調査を実施する機関の整備状況、当

該事業者の調査の能力等を総合的に考慮

し、厚生労働大臣の定める基準に従つて

行うものとする。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る指示を行おうとするときは、あらかじ

め、厚生労働省令で定めるところにより、

学識経験者の意見を聴かなければならな

い。 
４ 第一項の規定による有害性の調査を

行つた事業者は、その結果に基づいて、

当該化学物質による労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を速やかに講じ

なければならない。 
５ 第三項の規定により第一項の規定に

よる指示について意見を求められた学識

経験者は、当該指示に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。ただし、労働

者の健康障害を防止するためやむを得な

いときは、この限りでない。 
 
7．2 趣旨と内容 

7．2．1 趣旨 
 本条は、がん原性が疑われているが、がん

原性物質と確定するにはいまだデータ不足

である化学物質について、これを製造し、輸

入し、又は使用している事業者に対して、厚

生労働大臣が、一定の基準を満たした有害

性の調査を行い、その結果の報告を指示す

ることができることを趣旨とする（昭和 54
年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

7．2．2 内容 
77．．22．．22．．11  そそのの他他のの重重度度のの健健康康
障障害害  

本条第 1 項に規定される「その他の重度

の健康障害」は、がん同様の重篤な障害をい

い、多くの場合、死亡するか又は不治の病で

労働能力を永久に喪失させる程度の疾病を

いう 67。 
 

77．．22．．22．．22  輸輸入入にに係係るる取取扱扱いい  
 化学物質を密封した部品が含まれる機械

等を輸入する場合であって、本邦の地域内

において当該化学物質が密封された状態の

まま、当該機械等が使用されるときは、当該

機械等に密封された化学物質の輸入は、第

1 項の輸入には該当しない。また、化学物質

を使用又は販売する事業者が、当該化学物

質の輸入に係る事務を他の事業者に委託し

た場合には、当該委託を行った事業者が第

1 項の「輸入している事業者」に該当し、化

学物質の輸入に伴う輸送の業務のみを行う

事業者は、第一項の「輸入している事業者」
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に該当しない（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
 

77．．22．．22．．33  有有害害性性のの調調査査  
本条第 1 項に規定される「有害性の調査」

は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等

の方法により行うがん原性の調査を意味す

る（安衛令第 18 条の 5）。この「吸入投与、

経口投与等」の「等」には、実験動物の皮膚

に塗付することによる投与が含まれる（昭

和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

77．．22．．22．．44  厚厚生生労労働働大大臣臣のの指指示示  
本条第 1 項に規定される調査の指示は、

変異原性があると判断された化学物質のう

ち暴露される労働者が多く、かつ、暴露量も

多いこと、外国から入手した情報等からみ

てがん原性の疑いがあると思われること等

の要件に該当するものについて行われる 68。 
本条第 2 項に規定される「厚生労働大臣

が定める指示の基準」とは、化学物質による

疾病の死生の態様、化学物質の取扱量、関係

労働者数等からみて、調査を指示すること

が社会的に最も妥当である事業者を確定す

るための基準である 69。 
本条第 5 項の指示について意見を求めら

れた学識経験者に課される守秘義務は、知

り得た秘密の中には企業のノウハウや個人

のプライバシーにかかわるものもあり、こ

れが学識経験者から外部に漏れることとな

ると、調査を的確に実施するために必要な

資料を事業者から提出させることが不可能

となり、この制度を維持することが困難と

なるために設けられたものである 70。この

趣旨は、法第 57 条の 4 第 5 項の規定と類

似する。 

 
7．3 関連規定 

7．3．1 法条 
安衛令 18 の 5（法第 57 条の 5 第 1 項の

政令で定める有害性の調査）、安衛則 34 条

の 18（化学物質の有害性の調査の指示）、安

衛則 34 条の 19（法第 57 条の 5 第 1 項の

厚生労働省令で定める事業者）、安衛則 34
条の 20（準用）、安衛則 34 条の 21（労働政

策審議会への報告）。 
 
7．4 沿革 

7．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52
年 7 月 1 日法律第 76 号）により、

本法に新規に追加（本法第 57 条の

3）。 
 
○「労働安全衛生法及び作業環境

測定法の一部を改正する法律」（平

成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

に基づいて法第 57 条の 2 が新規

に挿入されたことに伴い、本条が

法第 57 条の 4 に繰り下げられた。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）に基づいて法第 57
条の 3 が新規に追加されたことに

伴い、本条が法第 57 条の 5（現行

法）に繰り下げられた。 
 

7．4．2 背景となった災害等 
「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を

改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1 日法律第
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76号）に基づく本条制定の背景については、

本書の第 57 条「背景となった災害等」参照。 
 
7．5 運用 

7．5．1 適用の実際 
なし。 

 
7．5．2 関連判例 

 なし。 
 
7．6 その他 

7．6．1 罰則 
化学物質を製造し、輸入し、又は使用して

いる事業者等が、本条第 1 項の規定に違反

して厚生労働大臣が指示した有害性の調査

を行わない場合や、その結果を報告しない

場合は、50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 120 条第 2 項）。 
厚生労働大臣による指示について意見を

求められた学識経験者が、本条第 5 項の規

定に違反して、当該指示に関して知り得た

秘密を漏らした場合は、6 ヶ月以下の懲役

又は 50 万円以下の罰金に処せられる（法第

119 条第 1 号）。 
これらの違反については両罰規定の摘要

がある（法第 122 条）。 
 

7．6．2 民事上の効力 
本条第 1 項の規定による有害性の調査を

行った事業者は、その結果に基づいて、当該

化学物質による労働者の健康障害を防止す

るため必要な措置を速やかに講じなければ

ならない（本条第 4 項）。この定めは直接的

には行政に対する公法上の義務を事業主に

課しているが、この義務に反して適切な措

置を講じなかったことが、この不作為と関

連して生じた労災に関する事業主の民事上

の責任を検討する際に考慮される余地はあ

る。 
 

7．6．3 資料 
 なし。 
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8．第 58 条（国の援助等） 

8．1 条文 
第五十八条 国は、前二条の規定による

有害性の調査の適切な実施に資するた

め、化学物質について、有害性の調査を

実施する施設の整備、資料の提供その他

必要な援助に努めるほか、自ら有害性の

調査を実施するよう努めるものとする。 
 
8．2 趣旨と内容 

8．2．1 趣旨 
 有害性の調査を実施する施設が必ずしも

十分でない現状に鑑み、国が施設整備を行

う努力義務を負うことを明らかにしたもの

である 71。 
 

8．2．2 内容 
 国は、法第 57 条の 4 及び法第 57 条の 5
に基づく有害性調査の適切な実施を支援す

るために、化学物質について必要な援助を

する努力義務、及び自ら有害性の調査を行

う努力義務を負う。具体的な援助の例は、

「8．5．1 運用の実際」参照。 
 
8．3 関連規定 

8．3．1 法条 
○国の援助に関する本法の規定として、法

第 19 条の 3、第 63 条、第 71 条、第 71 条

の 4、第 106 条。 
 
8．4 沿革 

8．4．1 制度史 
なし。 

 

8．4．2 背景となった災害等 
 なし。 
 
8．5 運用 

8．5．1 適用の実際 
本条において努力義務とされている、国

が有害性の調査を実施することに対応する

施設として、国によって日本バイオアッセ

イ研究センターが設立（昭和 57 年（1982
年））されている。同センターは中央労働災

害防止協会の附属機関であり、現在独立行

政法人労働者健康安全機構に統合されてい

る。同センターでは、呼吸器を介した吸入暴

露を模した吸入試験を行うことができる毒

性試験施設が設置され、長期吸入がん原性

試験や遺伝子改変動物を用いた発がん性試

験等が実施されている 72。 
また、既存の化学物質で多数の事業者が

製造しているもの等、法第 57 条の 3 の指示

をすることが困難なものについては、国自

体で計画的に有害性の調査を実施すること

としている 73。 
 

8．5．2 関連判例 
 なし。 
 
8．6 その他 

8．6．1 罰則 
 なし。 
 

8．6．2 民事上の効力 
 なし。 
 

8．6．3 資料 
 なし。 
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Ｄ．考察及びＥ．結論 

化学物質に関する規制は、徐々にその内

容を充実させつつある。シンプルな製造、使

用制限から始まった規制は流通過程も対象

とした包括的な規制に展開し、日々新規の

化学物質が生まれるという課題の特徴に対

しては新規化学物質について有害性の調査

を事業主等に義務付ける等の動的な対応を

講じる仕組みが設けられた。一定範囲の化

学物質に対してはリスクアセスメントの実

施が義務化され、その職場に即した危険防

止措置を講じることが期待されている。依

然課題は残るにせよ、化学物質に関する規

制は徐々に充実の程度を高めてきたと評価

することができる。 
こうした動きの原動力には、化学物質に

起因する国内の事故のほか、国際的な労働

者や環境の保護・化学物質の効率的な取引

等に関する要請が存在した。化学物質を原

因とする重大事故の発生は、当該化学物質

の有害性・危険性を認識する契機になると

ともに、立法措置を講じるための有力な政

治的原動力になる。しかしこれにより健康

や命が奪われる労働者等がいることには変

わりはなく、リスクアセスメントや新規化

学物質の調査義務が創設された今日におい

ては、このような方法によって法制度の展

開が促される場面は極小化すべきである。

他方、国際的要請を受けて化学物質に関す

る法規制を修正、展開する場面は、今後一層

 
1 「ケミカルアブストラクツサービス」
は、1907年にアメリカ化学会（American 
Chemical Society）の一部門に設立された
組織である。世界中の化学文献を収集し、

増加すると考えられる。流通規制の共通化

は、これに付随する諸規制を新たに検討す

るにあたり、比較法的分析の有用性を示唆

している。 
 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし。 

 
2．学会発表 
 なし。 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 該当せず。 
 
2．実用新案登録 
 該当せず。 
 
3．その他 
 該当せず。 
 

Ｈ．引用文献 

 脚注を参照されたい。 
 

関連図表 

 

書誌事項、抄録、索引などを作成して「ケ
ミカル・アブストラクツ（Chemical 
Abstracts: CA）」を刊行している。この組
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織が管理する化学物質に関する登録システ
ム、CAS Registryは、世界最大の化学物質
データベースである。 
2 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』
（労働調査会出版局、2020 年）654 頁。 
3 黄りんマッチについて、「燐寸製造ニ於
ケル黄燐使用ノ禁止ニ関スルベルヌ国際条
約（1906年制定、1926（昭和元）年日本
批准）、クロシドライト（青石綿）につい
て、石綿の使用における安全に関する条約
（1986 年制定、2005（平成 17）年日本批
准）。 
4 「職場の安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gm
sds/0571.html、2020 年 10 月 6日確認）。 
5 環境・安全管理用語編集委員会編『化学
物質 環境・安全管理用語事典〔改訂第 3
版〕』（化学工業日報社、2005 年）288
頁。 
6 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_card_id=0759&p_version=1&p_l
ang=ja、2020 年 10月 6日確認）。 
7 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0014&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 6日確認）。 
8 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=1395&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 6日確認）、「職場の
安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/
GHS_MSD_DET.aspx、2020 年 10 月 6日
確認）。 
9 「ICSC データベース」

（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0237&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 6日確認）、「職場の
安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/
GHS_MSD_DET.aspx、2020 年 10 月 6日
確認）。 
10 松尾幸夫・片岡輝男・木村嘉勝『政策担
当者が語る 労働衛生施策の歩み』（労働
調査会、2012年）160 頁。 
11 環境・安全管理用語編集委員会編『化学
物質 環境・安全管理用語事典〔改訂第 3
版〕』（化学工業日報社、2005 年）288。 
12 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）502 頁。 
13 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）502 頁。 
14 http://www.kyoritsu-
yes.co.jp/product/kyokuhai/draftchamber.
html（2020 年 10月 7日確認）。 
15 松岡三郎『条解労働基準法［新版］下』
（弘文堂、1959 年）647頁。 
16 松尾幸夫・片岡輝男・木村嘉勝『政策担
当者が語る 労働衛生施策の歩み』（労働
調査会、2012年）29 頁。 
17 以下のベンゼン中毒事件の展開につい
て、松尾幸夫・片岡輝男・木村嘉勝『政策
担当者が語る 労働衛生施策の歩み』（労
働調査会、2012 年）37頁。 
18 こうしたアスベストをめぐる当事者や労
働組合の動き、環境影響に対する対応策等
については、例えば「労働の科学」労働の
科学第 70 巻第 9 号（2015 年）収録の特集
参照。 
19 大阪・泉南アスベスト訴訟（第一陣訴
訟：最一小判平 26・10・9 判時 2241 号 3
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頁、第二陣訴訟：最一小判平 26・10・9民
集 68巻 8号 799 頁）はその代表例の一つ
である。これらの最高裁判決は、労働大臣
の省令制定権限の不行使を違法として、局
所排気装置設置の義務付けを労働大臣に求
めるものであるが、使用者に対して労働者
に防塵マスクの着用の義務付けを求めるこ
とまでは指摘していない。 
20 ベンゾトリクロリドは、1975年（昭和
50 年）に東京の化学工場従事者から肺が
ん患者が発生していることを受けて実施さ
れた実態調査、疫学調査の結果、ベンゾト
リクロリドとの肺がん発症との関係が認め
られたことから、本条の製造許可対象の特
定化学物質等に追加された（松尾幸夫・片
岡輝男・木村嘉勝『政策担当者が語る 労
働衛生施策の歩み』（労働調査会、2012
年）160 頁）。 
21 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0481&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 11日確認）、「職場
の安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/
GHS_MSD_DET.aspx、2020 年 10 月 11
日確認）。 
22 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0518&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 11日確認）。 
23 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0939&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 11日確認）。 
24 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0960&p_ver

sion=2、2020 年 10 月 11日確認）。 
25 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=1582&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 11日確認）。 
26 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0226&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 11日確認）、環境・
安全管理用語編集委員会編『化学物質 環
境・安全管理用語事典〔改訂第 3版〕』（化
学工業日報社、2005 年）286 頁。 
27 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0105&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 11日確認）。 
28 松尾幸夫・片岡輝男・木村嘉勝『政策担
当者が語る 労働衛生施策の歩み』（労働
調査会、2012年）160 頁。 
29 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』
（労働調査会出版局、2020 年）659 
30 この定めは、許可物質の製造工程におい
て、許可物質の発散が多いふるい分け機又
は真空ろ過機について設ける覆いの構造に
ついて規定したものであり、同号の「内部
を観察できる構造」とは、当該装置の覆い
の一部をガラス又は透明なプラスチックを
もって造り、当該場所から内部を観察でき
るような構造をいうこと。また、同号の施
錠等の「等」には、当該装置の覆いを緊結
すること等をいう（昭和 47 年 9 月 18日
基発第 591 号）。 
31 この定めは、許可物質を製造する事業場
において、製品を容器詰めする作業等、許
可物質を取り扱う場合で、湿潤な状態のも
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のとし又は隔離室での遠隔操作によること
が著しく困難である場合の措置について規
定したものである。「湿潤な状態」とは、
当該物質をスラリー化したもの又は溶媒に
溶解させたものを意味し、「粉状のもの」
とは、当該物質をスラリー化したもの又は
溶媒に溶解させたもの以外のものを意味す
る（昭和 47年 9月 18日基発第 591 号）。 
32 この定めは、製造設備からサンプリング
する場合の措置について規定したものであ
る。サンプリングは、所定位置において、
できるだけ風上に位置し、あらかじめ定め
られた量以上は採取してはならない（昭和
47 年 9 月 18日基発第 591 号）。 
33 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』
（労働調査会出版局、2020 年）660 頁。 
34 https://www.jyuuten-ki.com/screw.html
（2020 年 10 月 11 日確認）。 
35 
https://www.ishida.co.jp/ww/jp/products/
conveying/productfeeding/bucket-
conveyor.cfm（2020 年 10 月 11 日確認）。 
36 https://www.nitto-
kinzoku.jp/archives/glossary/gasket/
（2020 年 10 月 11 日確認）。 
37 研究実験施設・環境安全教育協会 web
ページ
（http://rehse2007.com/hoodya_sample/1
-1.html）。 
38 https://sankyo-
ltd.co.jp/service_qa/3053.html（2020 年
11 月 11日確認）。 
39 厚生労働省 webページ
（https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/060
2-1_006.pdf）。 

40 厚生労働省 webページ
（https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/060
2-1_006.pdf）。 
41 ベリリウム等を焼結し、又は煆焼する設
備を設置する作業場所とそれ以外の作業場
所とが別の建屋であるか、又は隔壁をもっ
て全面的に区画することを意味する（昭和
50 年 10月 1日基発 573 号）。 
42 この設備については、当該設備にふたを
することができる形のものでもよいとされ
る（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573 号）。 
43 『大辞林』（三省堂、第 3 版、2006
年）。 
44 https://www.yogo-
sagger.co.jp/%E8%A3%BD%E5%93%81
%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E5%8C%
A3%E9%89%A2-%E7%AE%B1%E3%82
%B5%E3%83%A4/ 
45 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）515 頁。 
46 
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds
/gmsds640.html（2020 年 10月 15 日確
認）。 
47 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）517 頁。 
48 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）517 頁、労働調査
会『労働安全衛生法の詳解〔改訂 5 版〕－
労働安全衛生法の逐条解説－』（労働調査
会出版局、2020 年）666頁。 
49 
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_
search/systemTop 
50 
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51 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）58 頁。 
52 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）527 頁。 
53 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）87 頁。 
54 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/  
55 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）532 頁。 
56 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）104 頁。 
57 
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
kag/ankgc07.htm（2020 年 10月 15 日確
認）。 
58 畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』
（中央労働災害防止協会、第 3 版、2016
年）287 頁。 
59 松尾幸夫・片岡輝男・木村嘉勝『政策担
当者が語る 労働衛生施策の歩み』（労働
調査会、2012年）177 頁。 
60 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
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（労務行政、2017年）543 頁。 
62 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）542 頁。 
63 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』

（労働調査会出版局、2020 年）685 頁。 
64 山本健治『戦後 70年労働災害と職業病
の年表』（第三書館、2015 年）109 頁。 
65 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）71 頁。 
66 「労働安全衛生法に基づく新規化学物質
関連手続きについて」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anz
en/anzeneisei06/index.html、2020 年 10
月 16 日確認）。 
67 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）545 頁。 
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